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１．計画の基本的事項  

(1) 計画の基本的な考え方 

 

① 現状の分析・課題 

  ア 本県の特徴 

・埼玉県は６３市町村で構成され、面積約３，７９８㎢、人口約７２４万人、全

国で５番目に多い（平成２７年４月１日現在）。首都東京に隣接し、発達した公

共交通機関や道路網を持つ都市の魅力と、水と緑に恵まれた田園の魅力を併せ持

っている。 

・本県の人口は、昭和３５年の約２４３万人から昭和６０年には約５８６万人、

平成２２年には約７１９万人に達し、全国でも人口増加の著しい県となってい

る。 

・県内の医療機関数は、病院３４２（全国第５位）、診療所４１４９（全国第７

位）と数としては比較的多いものの、人口も多いことから、人口１０万人当たり

の施設数では病院が４．７で全国第４３位（全国平均６．７）、診療所５７．４で

全国第４７位（全国平均７９．０）となっており、人口当たりの医療施設数が非

常に少ない。 

・本県の病院と有床診療所の病床総数は約６万５千床で全国第８位だが、人口も

多いことから人口１０万人当たり病床数では９０２．４床と全国第４６位（全国

平均１３３１．７床）となっており、施設数同様人口当たりの病床数が非常に少

ない。 

・本県の介護保険第１号被保険者一人当たり要介護（要支援）認定者割合（平成

２７年３月）は１４．１％と全国第４７位（全国平均１７．９％）であり、現時

点では非常に低いが、要介護（要支援）認定者数は約２４．６万人と全国で８番

目に多い（平成２７年３月現在）。 

 

  イ 高齢化に伴い増加する医療需要 

 本県における６５歳以上の老齢人口の割合は今後増加することが予想される。

高度経済成長期を経て、昭和４０年から５０年にかけて人口が急増した。令和７

年には団塊の世代が７５歳以上の後期高齢者となる状況を迎える。特に７５歳以

上の人口は、令和７年には約１１７．７万人と、平成２２年の約２倍になるもの

と見込まれ、今後急速に高齢化が進行していく。 

 このような急速な高齢化の進行に伴い、医療ニーズが急激に増加することが見

込まれる。本県の入院患者は平成２２年の約４．６万人から平成３７年には約６．

９万人、外来患者数は、平成２２年の約３７万人から令和７年には４１万人にな

ると見込まれている。 

 また、要介護（要支援）認定者数は平成２６年の約２５．４万人から令和７年
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には約４０．８万人になると見込まれている。 

 このように今後急増していく医療需要に対応し、患者が病状に応じて適切な医

療を将来にわたって持続的に提供するためには、地域の実情に合った形の医療機

能に分けて、あるべき医療提供体制を考えていく地域医療構想が大切となる。医

療機能の分化・連携を推進することにより、貴重な医療資源をより有益に活用し、

質の高い医療介護提供体制を実現するとともに、住み慣れた地域で有する能力に

応じ自立した日常生活を営むことができる地域包括ケアシステムを早急に構築

していく必要がある。 

 

  ウ 医療機能の充実強化の必要性 

 本県における病床数は、人口１０万人当たりでは病院８５６．２、診療所４６．

２（平成２５年１０月１日現在）であり、全国平均の７割程度と大きく下回って

いるため、不足する医療機関を可能な限り増加させる必要がある。しかし、限り

がある医療資源の中では単に数を増加させることは難しく、適切な医療を持続的

に提供するためには、医療圏ごとの医療提供の実情を正しく把握し、医療機関の

機能分化・連携を推進し、医療提供体制の効率化及び質の向上を図る必要がある。

県内の医療機能別病床数は、高度急性期機能を担う病床が多く、回復期機能等を

担う病床が不十分な状況であり、病床の転換などにより、急性期を脱した患者の

受け皿となる病床整備を進めていく必要がある。 

       

  エ 居宅等における医療提供体制整備の必要性 

 本県は高度経済成長期以降に転入した世代の高齢化により、高齢者人口が急増

することが予測されており、国民の６割が終末期に自宅での療養を望んでいると

の調査結果を踏まえると、県民一人ひとりが安心して住み慣れた地域で生活を継

続し、人生の終期を迎えられるように地域の実情に応じた在宅医療・介護サービ

スの提供体制を整備することが急務である。 

 在宅医療の推進にあたっては、医療と介護の連携が重要である。本県では埼玉

県地域医療再生計画に基づき、平成２５年度から在宅医療と介護の連携を推進す

るためのモデル事業を県内７市において実施してきた。 

 本年度から本格的な在宅医療提供体制の充実のため、県内３０郡市医師会に在

宅医療連携拠点を整備し（２７年度は１５郡市医師会）、看護師等のコーディネ

ーターによる患者の退院支援、医療相談、地域のかかりつけ医の促進等を通して、

在宅医療提供体制の仕組みづくりに取り組んでいる。 

 これらの体制整備を行うためには、在宅医療を支える人材育成も重要となって

くるため、不足する訪問看護師等の専門スタッフの育成・確保を図る必要がある。 

 

  オ 介護施設等の整備の必要性 

 高齢者が住み慣れた地域で有する能力に応じ自立した日常生活が営めるよう、

地域密着型サービス等、地域の実情に応じた介護サービス提供体制の整備を促進
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する必要がある。 

 また、特別養護老人ホーム等の施設開設時から安定し、質の高いサービスを提

供するための体制を整備する必要がある。 

 高齢者が安心して介護サービスを受けられるよう、地域密着型介護老人ホーム

をはじめとする多様な地域密着型介護サービス施設等の整備促進、特別養護老人

ホーム等の施設等が安定的に運営できるための支援に向けた取組が課題となる。 

 

  カ 医療人材の不足 

 医療は患者に対する対人サービスであり、適切かつ持続的な医療提供体制を構

築するためには、質の高い人材を継続的に確保していく必要がある。 

 本県では、医師総数は全国平均を上回っているが、人口１０万人当たりの医師

数でみると全国最下位となっている。また地域別、診療科別でみると医師の偏在

が見られ、小児科の急性期医療や地域医療の提供に影響を与えている。 

 また、人口１０万人当たりの看護職員も全国最下位であり、離職率も高いため、

潜在化する看護師の掘り起こしや定着化に向けた取組が課題となる。 

 医療人材の確保や質の向上のためには、専門領域ごとのきめの細かい研修の実

施や、働きやすい職場づくりなどを積極的に行っていく必要がある。 

 本県では２５年度に県、県医師会、医療機関、医療系大学等を構成員とする埼

玉県総合医局機構を創設し、医師確保や医師の地域偏在・診療科偏在の解消など

に取り組むコントロールタワーとして課題に取り組んでいる。現在県総合医局機

構の委員会において、病床の機能分化を踏まえた医療提供体制を支える医療従事

者を育成・教育するために地域医療教育センター（仮称）が検討され期待が高ま

っている。 

 

  キ 介護人材の不足 

 労働環境の厳しさなどから介護分野は離職率が高いことや介護サービスに対

する需要は今後更に高まることが予想される。本県の介護職員数は、平成２５年

度は約７．１万人で、令和７年度には約１２．１万人の介護職員が必要となると

見込まれ、更に約５万人増やす必要がある。安定的な人材の確保・定着に向けた

取組が重要な課題となる。 

 また、多様な介護ニーズに的確に対応するため、介護職員の専門性の向上が必

要である。 

 高齢者が安心して介護サービスを受けられるよう、地域密着型特別養護老人ホ

ームをはじめとする多様な地域密着型介護サービス施設等の整備促進、特別養護

老人ホーム等の施設等が安定的に運営できるための支援に向けた取組が課題と

なる。 
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② これまでの取組等 

  本県では２１年度に西部地域医療圏と利根地域医療圏を対象に地域医療再生

計画を策定し、医師確保、救急医療の確保などの医療課題の解決に取り組んで

いる。また、２２年度には県内全域を対象に地域医療再生計画を策定し、埼玉

県総合医局機構の創設等による医師確保、救命救急センターの設備整備等によ

る救急・周産期体制の機能充実に取り組んでいる。 

  平成２５年度には医療法に基づく「第６次埼玉県地域保健医療計画」を策定

し、５疾病５事業に在宅医療を加えた医療連携体制の構築を柱とした、効果的

な医療提供体制の確保に取り組み、県民の医療に対する安心、信頼の確保を目

指している。 

  平成２６年度には医療と介護の総合的な確保に向けた取組として、在宅医療

の推進をはじめとする、地域医療介護総合確保法に基づく埼玉県計画を策定し、

県内医療提供体制の更なる充実を目指し取組を進めている。 

  平成２７年３月には介護保険法に基づく介護支援事業計画及び老人福祉法に

基づく老人福祉計画として、本県の高齢者の総合計画である埼玉県高齢者支援

計画を見直して新たな計画を策定し、元気な高齢者が地域社会の担い手として

活躍できる社会の実現と地域包括ケアシステムの構築に向けた取組を進めてい

る。 

 

 ③ 本計画の方向性 

 本計画では、これらの課題・必要性に向けた取組として、病院機能分化・連携

強化に向けた施設又は設備整備の促進、居宅等における医療提供体制の整備、介

護保険施設等の整備、医療従事者の確保及び介護従事者の確保の５つの方向性の

もと、県民一人ひとりに適切な医療サービスを提供し、県民のニーズを満たすた

めに持続的に提供できる体制を構築することを基本的な考え方とする。 

 今後、地域における医療介護連携体制の整備は、市町村が中心となるため、市

町村には早い時点から当事者として関わっていく意識が重要となる。 

 また、医療・介護関係団体や医療従事者・介護従事者をはじめ医療保険者など

から広く意見を聞きながら体制充実の検討を進めていく。 
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(2) 都道府県医療介護総合確保区域の設定 

 埼玉県における医療介護総合確保区域については、南部区域（川口市、蕨市、戸田市）、

南西部区域（朝霞市、志木市、和光市、新座市、富士見市、ふじみ野市、三芳町）、東部

区域（春日部市、草加市、越谷市、八潮市、三郷市、吉川市、松伏町）、さいたま区域（さ

いたま市）、県央区域（鴻巣市、上尾市、桶川市、北本市、伊奈町）、川越比企区域（川越

市、東松山市、坂戸市、鶴ヶ島市、毛呂山町、越生町、滑川町、嵐山町、小川町、川島町、

吉見町、鳩山町、ときがわ町、東秩父村）、西部区域（所沢市、飯能市、狭山市、入間市、

日高市）、利根区域（行田市、加須市、羽生市、久喜市、蓮田市、幸手市、白岡市、宮代

町、杉戸町）、北部区域（熊谷市、本庄市、深谷市、美里町、神川町、上里町、寄居町）、

秩父区域（秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町）の１０区域とする。 

 

☑２次医療圏及び老人福祉圏域と同じ 

□２次医療圏及び老人福祉圏域と異なる 

（異なる理由：                     ） 

 

 

(3) 計画の目標の設定等 

■埼玉県全体 

 

１．目標 

埼玉県においては、高齢化の進展が予想され、特に医療や介護などの支援が必要とな

る後期高齢者の急速な増加に対応するため、高齢者が地域において、安心して生活でき

るよう以下を目標に設定する。 

 

 ① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 

  ・埼玉県における回復期病床、慢性期病床の将来の必要量が現状に比べ大幅に 

   不足していることから、地域医療構想策定前ではあるが、急性期病床等からの 

   病床の転換を促進する。 

  ・地域に必要な多職種間の情報共有の効率化を図るため、地域一体となって、関係 

   者間で医療・介護情報を入力・参照できる医療介護ＩＣＴ連携システムネットワ 

   ーク等を構築していく。 

 

  【定量的な目標値】 

      ・地域医療構想で記載する令和 7年度に必要となる医療機能ごとの病床数   

（ビジョン策定後記載） 

  ・ＩＣＴネットワークを構築した地域の数 ３０地域 
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② 居宅等における医療の提供に関する目標 

  ・小児患者の在宅医療を担う人材の育成を行うなど、医療依存度の高い小児の在 

  宅 

   医療体制を整備し、ＮＩＣＵなどの患者の早期退院を促す。 

  ・歯科保健医療を必要としながら十分供給されていない要介護者等に対して、 

   必要な在宅歯科医療を提供し、生活の質（ＱＯＬ）の向上を図ると共に、地域包 

   括ケアの中の歯科部門の基盤整備を進める。 

 

  【定量的な目標値】 

 

   ・医療・介護の連携会議の開催       １回（各保健所ごと）  

     ・小児在宅医療に係る研修会参加者数    １００人 

 

 ③ 介護施設等の整備に関する目標 

・地域密着型サービス施設等の整備を支援することにより、地域の実情に応じた介

護サービス提供体制の整備を促進する。 

・特別養護老人ホーム等の開設準備に必要となる経費を助成することにより、施設

開設時から安定した質の高いサービスを提供するための体制整備を支援する。 

・用地確保のための定期借地権設定に際して支払われた一時金について助成する

ことにより、施設等用地の確保を容易にし、特別養護老人ホームの整備促進を図る。 

 

 【定量的な目標値】（平成２７年度） 

   ・地域密着型サービス施設等の整備 

     地域密着型特別養護老人ホーム     770 床(30 施設) → 828 床(32 施設) 

     認知症高齢者グループホーム        394 施設 → 402 施設 

     小規模多機能型居宅介護事業所       110 施設 → 123 施設 

     定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所   25 施設 →  45 施設 

     看護小規模多機能型居宅介護事業所      3 施設 →   6 施設 

     認知症対応型デイサービスセンター      99 施設 → 106 施設 

     地域包括支援センター           240 施設 → 246 施設 

   ・介護施設等の開設準備支援 

     特別養護老人ホーム           1,398 床(15 施設) 

     介護老人保健施設             278 床( 4 施設) 

     地域密着型特別養護老人ホーム        58 床( 2 施設) 

     認知症高齢者グループホーム          99 人( 6 施設) 

     小規模多機能型居宅介護事業所        112 人(13 施設) 

     定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所   24 施設 

     看護小規模多機能型居宅介護事業所      17 人( 2 施設) 

   ・定期借地権設定のための一時金の支援 
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     特別養護老人ホーム             4 施設 

 

  ④ 医療従事者の確保に関する目標 

   ・埼玉県における人口１０万人対医師数は、全国平均を大きく下回っていることか 

     ら、地域医療の水準を向上させるため、医師の県内誘導及び定着を図り、診療科 

    別医師の偏在や医師の地域偏在を改善させていく。 

   ・救急・周産期・がん医療などの分野における専門的な看護師が不足していること 

    から、専門的な能力を持つ看護師を育成し、また、退職した後復職していない 

    看護師が多くいるため、潜在看護師の復職も支援していく。 

   ・県民の急な病気や怪我についての電話相談を行い、不安を解消するとともに、患 

    者の集中で疲弊している救急医療機関の勤務環境改善等を図っていく。 

   

 【定量的な目標値】 

   ・医療体験への県内高校生の参加     １６０人 

   ・中堅医師の県外からの招聘        １５人 

   ・新人看護職員合同研修参加看護師  ２，５００人 

   ・県内施設への認定看護師派遣      １００人 

   ・病院内保育所利用職員数      ３，２００人 

   ・再就業技術講習会参加者数       １００人 

   ・救急電話相談件数       １３４，０００件（２か年） 

 

 ⑤ 介護従事者の確保に関する目標 

・「埼玉県なら介護を一生の仕事にできます」というキャッチフレーズを掲げ、介

護の職場へ就業を希望する方への職業紹介を行うとともに、介護の魅力をＰＲする

ことで介護の職場への関心を高めるなど、介護事業所への新たな就業を促進する。

また、介護職に就いていない有資格者への就職相談や研修の実施、具体的な仕事の

マッチングといった復職支援などを行う。 

 

 【定量的な目標値】 

・令和 7年度の都道府県で必要となる介護人材の需給状況、介護人材等の確保に向   

けた取組 

・優良介護事業所認証事業 

   人材育成や入所者等への処遇について優れた取組みを行っている事業所を

認証する。 

・介護人材確保促進事業 

 介護職員初任者研修修了後、３か月以内に県内介護事業所に就職し、６か月

以上勤務した者に対し、研修受講費の一部を補助する。 

・潜在介護職員復職支援事業 

 結婚や出産等により離職した介護福祉士などの有資格者の復職を支援する。 
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・介護の魅力ＰＲ等推進事業 

 介護の魅力をＰＲするため若手介護職員を中心とした「介護の魅力ＰＲ隊」

による大学・高校等への訪問や県外での人材募集活動等を実施する。 

・高齢者の介護職への就労支援、資格取得支援事業 

 介護職員初任者研修修了後、県内介護事業所に就職した６０歳以上の者に対

して、研修受講費の一部を補助する。併せて、当該６０歳以上の者を雇い入れ

た介護事業所に対して、準備金を支給する。研修受講中の代替職員の人件費を

補助する。 

・地域包括ケアシステムモデル推進事業 

  地域包括ケアシステムの構成諸要素を全体で調整する場として、自立支援型

地域ケア会議の立上げを支援するために必要な人材を養成する。 

   ・新任介護職員定着支援事業、永年勤続表彰事業 

      新任介護職員を対象に研修や交流イベントを実施する。永年勤続の介護職

員（勤続２０年、１０年）を知事名で表彰する。 

 

２．計画期間 

  平成２７年４月１日～令和３年３月３１日 

 

■南部区域 

 

１．目標 

 南部区域では、高齢化率が現状で県平均よりも低いものの、後期高齢者人口が全国平

均を上回る割合で増加し、在宅での生活が困難になった方が安心して施設でのサービス

を受けられるよう多様な介護施設等の整備の必要性が高いという課題がある。これらの

課題を解決するため、以下を目標とする。（介護分） 
 

  ① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 

   ・県全体の目標と同様である。 

 

 ② 居宅等における医療の提供に関する目標 

   ・県全体の目標と同様である。 

 

 ③ 介護施設等の整備に関する目標 

・地域密着型サービス施設等の整備を支援することにより、地域の実情に応じた介

護サービス提供体制の整備を促進する。 

・特別養護老人ホーム等の開設準備に必要となる経費を助成することにより、施設

開設時から安定した質の高いサービスを提供するための体制整備を支援する。 

・用地確保のための定期借地権設定に際して支払われた一時金について助成する

ことにより、施設等用地の確保を容易にし、特別養護老人ホームの整備促進を図
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る。 

 

【定量的な目標値】（平成２７年度） 

   ・地域密着型サービス施設等の整備 

     認知症高齢者グループホーム        42 施設 → 45 施設 

     小規模多機能型居宅介護事業所       9 施設 → 11 施設 

     定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所  0 施設 →  5 施設 

     認知症対応型デイサービスセンター     12 施設 → 13 施設 

     地域包括支援センター           22 施設 → 24 施設 

   ・介護施設等の開設準備支援 

     特別養護老人ホーム           220 床( 2 施設) 

     認知症高齢者グループホーム        18 人( 1 施設) 

     小規模多機能型居宅介護事業所       18 人( 2 施設) 

     定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所   5 施設 

   ・定期借地権設定のための一時金の支援 

     特別養護老人ホーム            1 施設 

 

  ④ 医療従事者の確保に関する目標 

   ・県全体の目標と同様である。 

 

 ⑤ 介護従事者の確保に関する目標 

 ・県全体の目標と同様である。 

 

２．計画期間 

  ・県全体の計画期間と同様である。 

 

■南西部区域 

 

１．目標 

 南西部区域では、高齢化率が現状で県平均よりも低いものの、後期高齢者人口が県平

均を上回る割合で増加し、在宅での生活が困難になった方が安心して施設でのサービス

を受けられるよう多様な介護施設等の整備の必要性が高いという課題がある。この課題

を解決するため、以下を目標とする。（介護分） 

 

  ① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 

   ・県全体の目標と同様である。 

 

 ② 居宅等における医療の提供に関する目標 

   ・県全体の目標と同様である。 
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 ③ 介護施設等の整備に関する目標 

・地域密着型サービス施設等の整備を支援することにより、地域の実情に応じた介

護サービス提供体制の整備を促進する。 

・特別養護老人ホーム等の開設準備に必要となる経費を助成することにより、施設

開設時から安定した質の高いサービスを提供するための体制整備を支援する。 

 

 【定量的な目標値】（平成２７年度） 

   ・地域密着型サービス施設等の整備 

     地域密着型特別養護老人ホーム     29 床(1 施設) → 58 床(2 施設) 

     認知症高齢者グループホーム            30 施設 → 32 施設 

     定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所  6 施設 →  9 施設 

     看護小規模多機能型居宅介護事業所        1 施設 →  2 施設 

     認知症対応型デイサービスセンター        9 施設 → 11 施設 

     地域包括支援センター                   19 施設 → 20 施設 

   ・介護施設等の開設準備支援 

     特別養護老人ホーム           110 床( 1 施設) 

     地域密着型特別養護老人ホーム       29 床( 1 施設) 

     認知症高齢者グループホーム        36 人( 2 施設) 

     定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所   3 施設 

 

  ④ 医療従事者の確保に関する目標 

 ・県全体の目標と同様である。 

 

 ⑤ 介護従事者の確保に関する目標 

 ・県全体の目標と同様である。 

 

２．計画期間 

  ・県全体の計画期間と同様である。 

 

■東部区域 

 

１．目標 

 東部区域では、高齢者の総数がさいたまに次いで多く、在宅での生活が困難になった

方が安心して施設でのサービスを受けられるよう多様な介護施設等の整備の必要性が高

いという課題がある。この課題を解決するため、以下を目標とする。（介護分） 
 

  ① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 

   ・県全体の目標と同様である。 
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  ② 居宅等における医療の提供に関する目標 

   ・県全体の目標と同様である。 

 

 ③ 介護施設等の整備に関する目標 

・地域密着型サービス施設等の整備を支援することにより、地域の実情に応じた介

護サービス提供体制の整備を促進する。 

・特別養護老人ホーム等の開設準備に必要となる経費を助成することにより、施設

開設時から安定した質の高いサービスを提供するための体制整備を支援する。 

  

  【定量的な目標値】（平成２７年度） 

   ・地域密着型サービス施設等の整備 

     認知症高齢者グループホーム            56 施設 → 57 施設 

     小規模多機能型居宅介護事業所           14 施設 → 17 施設 

     定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所  5 施設 →  6 施設 

     看護小規模多機能型居宅介護事業所        0 施設 →  2 施設 

     地域包括支援センター                   41 施設 → 42 施設 

   ・介護施設等の開設準備支援 

     特別養護老人ホーム            320 床( 3 施設) 

     介護老人保健施設             50 床( 1 施設) 

     認知症高齢者グループホーム        18 人( 1 施設) 

     小規模多機能型居宅介護事業所       23 人( 3 施設) 

     定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所   3 施設 

     看護小規模多機能型居宅介護事業所     17 人( 2 施設) 

 

 ④ 医療従事者の確保に関する目標 

   ・県全体の目標と同様である。 

 

 ⑤ 介護従事者の確保に関する目標 

 ・県全体の目標と同様である。 

 

２．計画期間 

  ・県全体の計画期間と同様である。 

 

■さいたま区域 

 

１．目標 

 さいたま区域では、高齢者の総数が１０圏域の中で最も多く、在宅での生活が困難に

なった方が安心して施設でのサービスを受けられるよう多様な介護施設等の整備の必要

性が高いという課題がある。この課題を解決するため、以下を目標とする。（介護分） 
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 ① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 

   ・県全体の目標と同様である。 

  

 ② 居宅等における医療の提供に関する目標 

   ・県全体の目標と同様である。 

 

 ③ 介護施設等の整備に関する目標 

・地域密着型サービス施設等の整備を支援することにより、地域の実情に応じた介

護サービス提供体制の整備を促進する。 

・特別養護老人ホーム等の開設準備に必要となる経費を助成することにより、施設

開設時から安定した質の高いサービスを提供するための体制整備を支援する。 

・用地確保のための定期借地権設定に際して支払われた一時金について助成する

ことにより、施設等用地の確保を容易にし、特別養護老人ホームの整備促進を図

る。 

  

  【定量的な目標値】（平成２７年度） 

   ・地域密着型サービス施設等の整備 

     地域密着型特別養護老人ホーム   58 床( 2 施設) → 87 床( 3 施設) 

   ・介護施設等の開設準備支援 

     特別養護老人ホーム            348 床( 4 施設) 

     介護老人保健施設            228 床( 3 施設) 

     地域密着型特別養護老人ホーム       29 床( 1 施設) 

     定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所   2 施設 

   ・定期借地権設定のための一時金の支援 

     特別養護老人ホーム            1 施設 

 

 ④ 医療従事者の確保に関する目標 

   ・県全体の目標と同様である。 

 

 ⑤ 介護従事者の確保に関する目標 

 ・県全体の目標と同様である。 

 

２．計画期間 

  ・県全体の計画期間と同様である。 

 

■県央区域 

 

１．目標 



13 
 

 県央区域では、高齢化率が全県平均よりも高く、在宅での生活が困難になった方が安

心して施設でのサービスを受けられるよう多様な介護施設等の整備の必要性が高いとい

う課題がある。この課題を解決するため、以下を目標とする。（介護分） 

 

 ① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 

   ・県全体の目標と同様である。 

  

 ② 居宅等における医療の提供に関する目標 

   ・県全体の目標と同様である。 

 

 ③ 介護施設等の整備に関する目標 

・地域密着型サービス施設等の整備を支援することにより、地域の実情に応じた介

護サービス提供体制の整備を促進する。 

・特別養護老人ホーム等の開設準備に必要となる経費を助成することにより、施設

開設時から安定した質の高いサービスを提供するための体制整備を支援する。 

・用地確保のための定期借地権設定に際して支払われた一時金について助成する

ことにより、施設等用地の確保を容易にし、特別養護老人ホームの整備促進を図

る。 

  

  【定量的な目標値】（平成２７年度） 

   ・地域密着型サービス施設等の整備 

     小規模多機能型居宅介護事業所            9 施設 → 10 施設 

     定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所  3 施設 →  6 施設 

     認知症対応型デイサービスセンター        5 施設 →  6 施設 

     地域包括支援センター                   22 施設 → 24 施設 

   ・介護施設等の開設準備支援 

     小規模多機能型居宅介護事業所       8 人( 1 施設) 

     定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所   3 施設 

   ・定期借地権設定のための一時金の支援 

     特別養護老人ホーム            1 施設 

 

 ④ 医療従事者の確保に関する目標 

   ・県全体の目標と同様である。 

 

 ⑤ 介護従事者の確保に関する目標 

 ・県全体の目標と同様である。 

 

２．計画期間 

  ・県全体の計画期間と同様である。 
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■川越比企区域 

 

１．目標 

 川越比企区域では、高齢化率が全県平均よりも高く、在宅での生活が困難になった方

が安心して施設でのサービスを受けられるよう多様な介護施設等の整備の必要性が高い

という課題がある。この課題を解決するため、以下を目標とする。（介護分） 

 

 ① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 

   ・県全体の目標と同様である。 

  

 ② 居宅等における医療の提供に関する目標 

   ・県全体の目標と同様である。 

 

 ③ 介護施設等の整備に関する目標 

・地域密着型サービス施設等の整備を支援することにより、地域の実情に応じた介

護サービス提供体制の整備を促進する。 

・特別養護老人ホーム等の開設準備に必要となる経費を助成することにより、施設

開設時から安定した質の高いサービスを提供するための体制整備を支援する。 

・用地確保のための定期借地権設定に際して支払われた一時金について助成する

ことにより、施設等用地の確保を容易にし、特別養護老人ホームの整備促進を図

る。 

  

  【定量的な目標値】（平成２７年度） 

   ・地域密着型サービス施設等の整備 

     認知症高齢者グループホーム            52 施設 → 53 施設 

     小規模多機能型居宅介護事業所           13 施設 → 15 施設 

     定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所  0 施設 →  2 施設 

     認知症対応型デイサービスセンター        9 施設 → 10 施設 

   ・介護施設等の開設準備支援 

     特別養護老人ホーム             100 床( 2 施設) 

     認知症高齢者グループホーム         9 人( 1 施設) 

     小規模多機能型居宅介護事業所       18 人( 2 施設) 

     定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所   2 施設 

   ・定期借地権設定のための一時金の支援 

     特別養護老人ホーム            1 施設 

 

 ④ 医療従事者の確保に関する目標 

   ・県全体の目標と同様である。 
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 ⑤ 介護従事者の確保に関する目標 

 ・県全体の目標と同様である。 

 

２．計画期間 

  ・県全体の計画期間と同様である。 

 

■西部区域 

 

１．目標 

 西部区域では、高齢化率が全県平均よりも高く、在宅での生活が困難になった方が安

心して施設でのサービスを受けられるよう多様な介護施設等の整備の必要性が高いとい

う課題がある。この課題を解決するため、以下を目標とする。（介護分） 

 

 

 ① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 

   ・県全体の目標と同様である。 

  

 ② 居宅等における医療の提供に関する目標 

   ・県全体の目標と同様である。 

 

 ③ 介護施設等の整備に関する目標 

・地域密着型サービス施設等の整備を支援することにより、地域の実情に応じた介

護サービス提供体制の整備を促進する。 

・特別養護老人ホーム等の開設準備に必要となる経費を助成することにより、施設

開設時から安定した質の高いサービスを提供するための体制整備を支援する。 

  

  【定量的な目標値】（平成２７年度） 

   ・地域密着型サービス施設等の整備 

     小規模多機能型居宅介護事業所           10 施設 → 11 施設 

     定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所  3 施設 →  4 施設 

   ・介護施設等の開設準備支援 

     小規模多機能型居宅介護事業所        9 人( 1 施設) 

     定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所   1 施設 

 

 ④ 医療従事者の確保に関する目標 

   ・県全体の目標と同様である。 

 

 ⑤ 介護従事者の確保に関する目標 

 ・県全体の目標と同様である。 
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２．計画期間 

  ・県全体の計画期間と同様である。 

 

■利根区域 

 

１．目標 

 利根区域では、高齢化率が全県平均よりも高く、在宅での生活が困難になった方が安

心して施設でのサービスを受けられるよう多様な介護施設等の整備の必要性が高いとい

う課題がある。この課題を解決するため、以下を目標とする。（介護分） 

 

 ① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 

   ・県全体の目標と同様である。 

    

 ② 居宅等における医療の提供に関する目標 

   ・県全体の目標と同様である。 

 

 ③ 介護施設等の整備に関する目標 

・地域密着型サービス施設等の整備を支援することにより、地域の実情に応じた介

護サービス提供体制の整備を促進する。 

・特別養護老人ホーム等の開設準備に必要となる経費を助成することにより、施設

開設時から安定した質の高いサービスを提供するための体制整備を支援する。 

  

  【定量的な目標値】（平成２７年度） 

   ・地域密着型サービス施設等の整備 

     認知症高齢者グループホーム            40 施設 → 41 施設 

     小規模多機能型居宅介護事業所            8 施設 →  9 施設 

     定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所  1 施設 →  2 施設 

   ・介護施設等の開設準備支援 

     特別養護老人ホーム              300 床( 3 施設) 

     認知症高齢者グループホーム        18 人( 1 施設) 

     小規模多機能型居宅介護事業所        9 人( 1 施設) 

     定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所  1 施設 

 

 ④ 医療従事者の確保に関する目標 

   ・県全体の目標と同様である。 

 

 ⑤ 介護従事者の確保に関する目標 

 ・県全体の目標と同様である。 
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２．計画期間 

  ・県全体の計画期間と同様である。 

 

■北部区域 

 

１．目標 

 北部区域では、高齢化率が全県平均よりも高く、在宅での生活が困難になった方が安

心して施設でのサービスを受けられるよう多様な介護施設等の整備の必要性が高いとい

う課題がある。この課題を解決するため、以下を目標とする。（介護分） 

 

 ① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 

   ・県全体の目標と同様である。 

 

 ② 居宅等における医療の提供に関する目標 

   ・県全体の目標と同様である。 

 

 ③ 介護施設等の整備に関する目標 

・地域密着型サービス施設等の整備を支援することにより、地域の実情に応じた介

護サービス提供体制の整備を促進する。 

・特別養護老人ホーム等の開設準備に必要となる経費を助成することにより、施設

開設時から安定した質の高いサービスを提供するための体制整備を支援する。 

  

  【定量的な目標値】（平成２７年度） 

   ・地域密着型サービス施設等の整備 

     小規模多機能型居宅介護事業所           12 施設 → 15 施設 

     定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所  2 施設 →  6 施設 

     認知症対応型デイサービスセンター       11 施設 → 13 施設 

   ・介護施設等の開設準備支援 

     小規模多機能型居宅介護事業所       27 人( 3 施設) 

     定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所   4 施設 

 

 ④ 医療従事者の確保に関する目標 

   ・県全体の目標と同様である。 

 

 ⑤ 介護従事者の確保に関する目標 

 ・県全体の目標と同様である。 
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２．計画期間 

  ・県全体の計画期間と同様である。 

 

■秩父区域 

 

１．目標 

 県全体の目標と同様である。 

 

 ① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 

   ・県全体の目標と同様である。 

    

 ② 居宅等における医療の提供に関する目標 

   ・県全体の目標と同様である。 

   

 

 ④ 医療従事者の確保に関する目標 

   ・県全体の目標と同様である。 

 

 ⑤ 介護従事者の確保に関する目標 

・県全体の目標と同様である。 

  

２．計画期間 

  ・県全体の計画期間と同様である。 

 

（注）目標の設定に当たっては、医療計画、介護保険事業支援計画等を踏まえ、アウトプ 

   ット・アウトカムに着目したできる限り定量的な視点による目標設定を行うこと。 

 

(4) 目標の達成状況 

別紙「事後評価」のとおり。 
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２．事業の評価方法  

(1) 関係者からの意見聴取の方法 

  平成２７年１月 県医師会、県看護協会、県歯科医師会と打ち合わせ 

  平成２７年２月 県医師会、県看護協会、県歯科医師会と打ち合わせ 

          関係団体からのヒアリング 

  平成２７年３月 県医師会、県看護協会、県歯科医師会と打ち合わせ 

  平成２７年４月 県医師会、県看護協会、県歯科医師会と打ち合わせ 

  平成２７年５月 県医師会、県看護協会、県歯科医師会、県薬剤師会と打ち合わせ 

  平成２７年５月～６月 県内各病院へ意見照会 

  平成２７年７月 埼玉県医療対策協議会において協議 

          県医師会と打ち合わせ 

  平成２７年８月～１０月 県医師会、県看護協会、県歯科医師会と打ち合わせ 

  平成２７年１１月 埼玉県医療対策協議会において協議 

 

 

 

(2) 事後評価の方法 

  計画の事後評価にあたっては、埼玉県地域医療対策協議会及び埼玉県高齢者支援計画

推進会議等の意見を聴きながら評価を行い、必要に応じて見直しを行っていくこととす

る。 
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３．計画に基づき実施する事業 

 (1) 事業の内容等 

事業の区分 １．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設または設備の整備に関

する事業 

事業名 【No.1】ＩＣＴを活用した地域医療ネットワーク基盤の整

備 

【総事業費】 

903,055 千

円 

事業の対象と

なる医療介護

総合確保区域 

県全域 

事業の実施

主体 

埼玉県、郡市医師会、医療機関 

事業の目標  【アウトプット】 

・ＩＣＴによる在宅医療・介護連携システムの導入 30 か所（H29 年度） 

・胎児異常が原因の母体搬送 30 件（H25）→ 0 件（H29 年度） 

・地域医療連携ネットワークシステムの整備・更新（H30 年度～） 

【アウトカム】 

・地域における医療と介護の多職種間の情報共有による効率化 

・地域の病院と診療所の連携の強化による医療資源の有効活用 

事業の期間 平成２７年１０月～令和３年３月 

事業の内容  地域に必要な多職種間の情報共有の効率化を図るため、地域の関係者

間で医療・介護情報を入力・参照できる医療介護ＩＣＴ連携システムの

導入及び胎児の遠隔画像診断のネットワーク構築を支援。 

 地域の基幹病院と診療所が連携して医療資源を有効活用するため、医

療連携ネットワークシステムの構築を支援。 

事業に要す

る費用の額 

金額 総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

903,055 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公 (千円) 

62,837 

基金 国（Ａ） (千円) 

482,437 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

241,218 

民 (千円) 

419,600 

計（Ａ＋

Ｂ） 

(千円) 

723,655 

うち受託事業等

（再掲）（注

２） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円) 

179,400 

備考（注３） H27 年度：0円、H28 年度：97,293 千円 
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H29 年度：319,242 千円、H30 年度：100,552 千円、 

R1 年度：100,552 千円、R2 年度：106,016 千円 

 

事業の区分 １．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設または設備の整備に関

する事業 

事業名 【No.2】地域医療支援病院やがん診療連携拠点病院等の患

者に対する歯科保健医療の推進事業 

【総事業費】 

109,990 千

円 

事業の対象

となる医療

介護総合確

保区域 

県全域 

事業の実施

主体 

埼玉県、埼玉県歯科医師会 

 

事業の目標 地域の病院と連携し、歯科医師・歯科衛生士を派遣して入院患者の口腔

内状況を把握して、必要な口腔ケア等を提供するとともに、入退院時を

含めた切れ目のない歯科保健医療を提供することにより、患者の生活の

質（QOL）水準を向上させる。 

 歯科医師対象の地域研修会 ６０回 

事業の期間 平成２７年１０月～平成２９年３月 

事業の内容 ・入院患者の歯科保健状況評価を行って切れ目ない歯科保健医療を円滑

に提供するため、地域に拠点を設置し、地域の病院との連携及び患者か

らの相談や歯科受診に関する調整を行う。 

・歯科医師等が医科疾患の理解を深めるための研修会を実施するととも

に、歯科衛生士確保対策の推進を図る。 

事業に要す

る費用の額 

金額 総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

109,990 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公 (千円) 

基金 国（Ａ） (千円) 

73,327 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

36,663 

民 (千円) 

73,327 

計（Ａ＋

Ｂ） 

(千円) 

109,990 

うち受託事業等

（再掲）（注

２） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円) 

備考（注３） H27 年度：100 千円、H28 年度：109,890 千円 
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事業の区分 １．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設または設備の整備に関

する事業 

事業名 【No.3】病床の機能分化・連携を促進するための基盤整

備事業 

【総事業費】 

1,098,700 千円 

事業の対象

となる医療

介護総合確

保区域 

県全域 

事業の実施

主体 

埼玉県、医療機関 

 

事業の目標 回復期など埼玉県において必要とされる医療機能などの充実を図る。 

 ・転換病床数 ２４０床（平成 28 年度） 

事業の期間 平成２７年１０月～平成２９年３月 

事業の内容  回復期など埼玉県において必要とされる医療機能などを確保するた

め、必要な施設・設備整備費用等を補助する。  

事業に要す

る費用の額 

金額 総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

1,098,700 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公 (千円) 

基金 国（Ａ） (千円) 

366,233 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

183,117 

民 (千円) 

366,233  
計（Ａ＋

Ｂ） 

(千円) 

549,350 

うち受託事業等

（再掲）（注

２） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円) 

549,350 

備考（注３） H27 年度：200 千円、H28 年度：549,150 千円 
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事業の区分 １．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設または設備の整備に関

する事業 

事業名 【No.4】急性期から回復期への転換を促進するための 
訪問看護事業所の整備 

【総事業費】 

162,080 千円 

事業の対象

となる医療

介護総合確

保区域 

県全域 

事業の実施

主体 

医療機関 

事業の目標 機能分化・連携を推進するため、受け皿となる訪問看護の充実を図る。 

 ・訪問看護ステーションの整備数 ８０か所（平成 28 年度） 

事業の期間 平成２８年３月～平成２９年３月 

事業の内容 医療法人など、回復期の医療機関と密接に連携できる法人等が医療機関

に付帯する訪問看護ステーション等を新たに設置する場合に、開設時の

施設・設備整備経費の補助を行う。 

事業に要す

る費用の額 

金額 総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

162,080 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公 (千円) 

基金 国（Ａ） (千円) 

108,053 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

54,027 

民 (千円) 

108,053 

計（Ａ＋

Ｂ） 

(千円) 

162,080 

うち受託事業等

（再掲）（注

２） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円) 

備考（注３） H27 年度：100 千円、H28 年度：161,980 千円 
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【No.5】在宅医療推進協議会の設置・運営  【総事業費】 

1,355 千円 

事業の対象

となる医療

介護総合確

保区域 

県全域 

事業の実施

主体 

県 

 

事業の目標 ・医療対策協議会在宅医療部会の開催 １回（平成 27 年度） 

・医療・介護の連携会議の開催 １回（各保健所ごと 平成 27 年度）  

事業の期間 平成２７年４月～平成２９年３月 

事業の内容  県内の在宅医療の推進を図るため、医療対策協議会の在宅医療部会を

開催し、在宅医療に係る今後の事業のあり方を検討する。保健所が中心

となって管轄区域の在宅医療を推進するため、保健所ごとに医療・介護

の連携会議を運営する。 

事業に要す

る費用の額 

金額 総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

1,355 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公 (千円) 

903 

基金 国（Ａ） (千円) 

903 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

452 

民 (千円)  

計（Ａ＋

Ｂ） 

(千円)1,355 うち受託事業等

（再掲）（注

２） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円) 

備考（注３） H27 年度：1,2557 千円、H28 年度：100 千円 
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【No.6】小児在宅医療推進事業 【総事業費】 

13,449 千円 

事業の対象

となる医療

介護総合確

保区域 

県全域 

事業の実施

主体 

埼玉県、埼玉医科大学総合医療センター 

 

事業の目標 小児の在宅医療を担う人材の育成を行うなど、医療依存度の高い小児の在

宅医療体制を整備し、NICU 等の患者の早期退院を促す。 

・各種研修会・講習会参加者：１００名（平成 27 年度） 

・小児在宅医療支援研究会（連携体制構築）：２５０名（平成 27 年度） 

事業の期間 平成２７年４月～令和２年３月 

事業の内容 小児在宅医療の担い手を拡大するための研修の実施（医師向け実技講習

会。訪問看護師研修会等）、関係者の連携体制構築（小児在宅医療支援研

究会等）患者の実態把握 

事業に要す

る費用の額 

金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

13,449 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公 (千円) 

基金 国（Ａ） (千円) 

8,966 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

4,483 

民 (千円) 

8,966 

計（Ａ＋

Ｂ） 

(千円) 

13,449 

うち受託事業等（再

掲）（注２） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円)  

備考（注

３） 

H27 年度：9,163 千円、R1 年度：4,286 千円 
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【No.7】在宅歯科医療の実施に係る拠点・支援体制の整備 【総事業費】 

4,174 千円 

事業の対象

となる医療

介護総合確

保区域 

県全域 

事業の実施

主体 

埼玉県歯科医師会 

 

事業の目標 歯科保健医療を必要としながら十分提供されていない要介護者等に対し

て必要な在宅歯科医療を提供し、生活の質（ＱＯＬ）の向上を図るととも

に、地域包括ケアの中の歯科部門の基盤整備を進める。 

 在宅歯科医療に協力する歯科医療機関 ８００機関（平成 27 年度） 

事業の期間 平成２７年４月～平成２８年３月 

事業の内容 １．県民の在宅歯科医療に関する相談及び受診調整（地域在宅歯科医療 

 推進拠点（地域拠点）のバックアップ機能） 

２．各推進拠点の相談業務に関する助言指導及び支援、実績統計 

３．「地域在宅歯科医療推進体制整備事業」に関連して県域レベルで実施 

 される研修会や会議等の運営。 

事業に要す

る費用の額 

金額 総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

4,174 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公 (千円) 

基金 国（Ａ） (千円) 

2,783 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

1,391 

民 (千円) 

2,783 

計（Ａ＋

Ｂ） 

(千円) 

4,174 

うち受託事業等

（再掲）（注

２） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円) 

備考（注３）  
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事業の区分 ３．介護施設等の整備に関する事業 

事業名 【No.8】埼玉県介護基盤緊急整備等特別対策事業 
     埼玉県施設開設準備経費等支援事業 

【総事業費】 

2,667,948 千円 

事業の対象
となる医療
介護総合確
保区域 

 南部、南西部、東部、さいたま、県央、川越比企、西部、利根、北部 

事業の実施
主体 

 埼玉県 

事業の期間  平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日 

事業の内容 ①地域密着型サービス施設等の整備に対する助成を行う。 

整備予定施設等 

 地域密着型特別養護老人ホーム         58 床（2 施設） 

 認知症高齢者グループホーム           8 施設 

 小規模多機能型居宅介護事業所         13 施設 

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所    20 施設 

 看護小規模多機能型居宅介護事業所        3 施設 

 認知症対応型デイサービスセンター        7 施設 

 地域包括支援センター              6 施設 

②介護施設の開設・設置に必要な準備経費に対して支援を行う。 

整備予定施設等 

 特別養護老人ホーム            1,398 床(15 施設) 

 介護老人保健施設              278 床( 4 施設) 

 地域密着型特別養護老人ホーム         58 床( 2 施設) 

 認知症高齢者グループホーム          99 人( 6 施設) 

 小規模多機能型居宅介護事業所        112 人(13 施設) 

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所    24 施設 

 看護小規模多機能型居宅介護事業所       17 人( 2 施設)  

③介護施設の整備に必要な定期借地権設定のための一時金に対して

支援を行う。 

整備予定施設等 

 特別養護老人ホーム              4 施設 
 

事業に要す

る費用の額 事業内容 

総事業費 
（Ａ＋Ｂ＋

Ｃ） 
（注１） 

基金 
その他 
（Ｃ） 
（注２） 

国（Ａ） 都道府県
（Ｂ） 

①地域密着型サービス

施設等の整備 

(千円) 

 

(千円) 

809,960 

(千円) 

404,980 

(千円) 

 

②施設等の開設・設置

に必要な準備経費 

(千円) 

 

(千円) 

865,612 

(千円) 

432,806 

(千円) 
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③介護保険施設等の整

備に必要な定期借地権

設定のための一時金 

(千円) 

 

(千円) 

103,060 

(千円) 

51,530 

(千円) 

 

④介護サービスの改善

を図るための既存施設

等の改修 

(千円) 

 

(千円) 

 

(千円) 

 

(千円) 

 

金額 総事業費（Ａ＋Ｂ＋

Ｃ） 
(千円) 

 

基金充当額 

（国費）にお

ける公民の別 
（注３） 

（注４） 

公 

(千円) 

 

基
金 

国（Ａ） 
(千円) 

1,778,632 

都道府県（Ｂ） 
(千円) 

889,316 

民  (千円) 

1,778,632 

うち受託事業等

（再掲） 

(千円) 

計（Ａ＋Ｂ） 
(千円) 

2,667,948 

その他（Ｃ） 
(千円) 

 

備考（注

５） 

 

 

  



29 
 

事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.9】地域医療支援センターの運営 【総事業費】 

4,765 千円 

事業の対象

となる医療

介護総合確

保区域 

県全域 

事業の実施

主体 

埼玉県、埼玉県医師会、埼玉県薬剤師会、埼玉県公的病院協議会 

埼玉医科大学 

事業の目標 ・医療体験への県内高校生の参加：１６０名（平成 27 年度） 

・中堅医師の県外からの招聘：専門医１０名、指導医５名（平成 27 年度） 

・良質な医師バンクの運営 

・ベテラン指導医の県内病院への派遣を増やす。 

事業の期間 平成２７年４月～平成２８年３月 

事業の内容 ・埼玉県総合医局機構を運営し、医師確保や派遣、医師のキャリア形成支

援並びに医師や医学生が必要とする情報提供などを行う。 

・病院見学や医療体験を行い、医師を目指す高校生の志を養成する。 

事業に要す

る費用の額 

金額 総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

4,765 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公 (千円)  

基金 国（Ａ） (千円) 

3,176 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

1,589 

民 (千円)3,176  

計（Ａ＋

Ｂ） 

(千円) 

4,765 

うち受託事業等

（再掲）（注

２） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円) 

備考（注３）  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.10】医師確保関連事業 【総事業費】 

156,903 千円 

事業の対象と

なる医療介護

総合確保区域 

県全域 

事業の実施

主体 

埼玉県、埼玉県医師会、医療機関 

 

事業の目標 ・埼玉県女性医師支援センターの効果的な運用を行うとともに、女性医

師の短時間雇用を実施する際の代替医師雇用を促進する。 

 支援を受けた女性医師数 １２人（平成 27 年度） 

・産科・小児科等の医師の処遇改善を推進して離職率を低下させること

により、医療体制を維持する。 

 手当支給件数 ２２，０００件（平成 27 年度） 

・救急科や小児科など医師不足により診療体制の維持が困難な病院への

支援を行い、医療体制の強化を図る。 

 当直医等の派遣予定回数 ２９８回（平成 28 年度） 

事業の期間 平成２７年４月～平成３０年３月 

事業の内容  １０万人当たりの医師数が日本一少ない本県の現状を鑑みて、本県医

療の魅力を県内外に発信し、医師や研修医等の確保を図るため、医師の

処遇改善や医師確保等に取り組む医療機関等の支援や専門性の高い医療

従事者の確保等のための研修等の実施を支援する。 

事業に要す

る費用の額 

金額 総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

156,903 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公 (千円) 

975 

基金 国（Ａ） (千円) 

104,602 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

52,301 

民 (千円) 

103,627 

計（Ａ＋

Ｂ） 

(千円) 

156,903 

うち受託事業等

（再掲）（注

２） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円) 

備考（注３） H27 年度：73,490 千円、H28 年度 70,295 千円、H29 年度：13,118 千円 
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.11】救急医療の充実関連事業 【総事業費】 

226,219 千円 

事業の対象

となる医療

介護総合確

保区域 

県全域 

事業の実施

主体 

埼玉県、埼玉県医師会、医療機関 

 

事業の目標 すべての曜日で夜間も含めて小児二次救急の受入体制が整備されている 

第二次救急医療圏の増加 

 ・平成 26 年度実績（14 地区中 10 地区(71.4%)）より増加 

                     （平成 27 年度） 

事業の期間 平成２７年４月～平成２８年３月 

事業の内容  医療資源が不足する地域の救急医療の充実・強化及び救急医療機関の

負担軽減を図るため、救急医療機関等の運営に対する助成を行う。 

事業に要す

る費用の額 

金額 総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

226,219 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公 (千円) 

基金 国（Ａ） (千円) 

150,812 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

75,407 

民 (千円) 

150,812 

計（Ａ＋

Ｂ） 

(千円) 

226,219 

うち受託事業等

（再掲）（注

２） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円)  

備考（注３）  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.12】新人看護職員の質の向上を図るための研修 【総事業費】 

54,663 千円 

事業の対象

となる医療

介護総合確

保区域 

県全域 

事業の実施

主体 

埼玉県、埼玉県看護協会 

事業の目標 新人看護職員に対する研修を実施することにより離職率を下げる。 

・新人看護職員合同研修参加者 ２，５００人（平成 27 年度） 

事業の期間 平成２７年４月～平成２８年３月 

事業の内容 国のガイドラインに沿った新人看護職員研修の普及を図るため、同研

修を実施する病院等に対し事業費を補助する。また、新人看護職員を一

堂に集めて合同研修を実施する。  

事業に要す

る費用の額 

金額 総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

54,663 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公 (千円) 

基金 国（Ａ） (千円) 

36,442 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

18,221 

民 (千円) 

36,442 

計（Ａ＋

Ｂ） 

(千円) 

54,663 

うち受託事業等

（再掲）（注

２） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円)  

備考（注３）  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.13】看護職員の資質の向上を図るための研修 【総事業費】 

14,490 千円 

事業の対象

となる医療

介護総合確

保区域 

県全域 

事業の実施

主体 

埼玉県、埼玉県看護協会 

事業の目標 救急、周産期、がん、在宅医療、訪問看護の充実強化のために専門的な能

力を持つ人材を確保する。 

・県内施設への認定看護師派遣 １００人（平成 27 年度） 

・研修受講者 １４０人（平成 27 年度） 

事業の期間 平成２７年４月～平成２８年３月 

事業の内容  救急医療、周産期医療、がん医療、訪問看護等の高度・専門分野におけ

る質の高い看護師を育成するため、研修の実施や認定看護師の資格取得

支援及び派遣等を行う。 

事業に要す

る費用の額 

金額 総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

14,490 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公 (千円)  

基金 国（Ａ） (千円) 

9,660 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

4,830 

民 (千円) 

9,660 

計（Ａ＋

Ｂ） 

(千円) 

14,490 

うち受託事業等

（再掲）（注

２） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円) 

備考（注３）  



34 
 

事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.14】離職防止を始めとする看護職員の確保対策 【総事業費】 

275,723 千円 

事業の対象

となる医療

介護総合確

保区域 

県全域 

事業の実施

主体 

医療機関 

事業の目標 病院内保育所の運営を支援し、子供を持つ医師、看護職員等の離職防止

を図る。 

 病院内保育所利用職員数 ３，２００人（平成 27 年度） 

事業の期間 平成２７年４月～平成２８年３月 

事業の内容 子供を持つ医師、看護職員等の離職防止と復職を支援するため、保育

施設を整備している病院等に対し、運営に係る人件費の補助を行う。 

事業に要す

る費用の額 

金額 総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

275,723 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公 (千円) 

基金 国（Ａ） (千円) 

183,815 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

91,908 

民 (千円) 

183,815 

計（Ａ＋

Ｂ） 

(千円) 

275,723 

うち受託事業等

（再掲）（注

２） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円) 

備考（注３）  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.15】看護師等養成所における教育内容の向上を図る

ための体制整備 

【総事業費】 

624,122 千円 

事業の対象

となる医療

介護総合確

保区域 

県全域 

事業の実施

主体 

埼玉県、埼玉県看護協会 

事業の目標 看護師等養成所の教育内容を充実させることにより、看護師数の増加に

つなげる。 

 ・看護師等養成所への助成 ４９校（平成 27 年度） 

事業の期間 平成２７年４月～令和２年３月 

事業の内容 看護師等養成所の教育内容の充実を図るため、養成所に対し、運営に

必要な経費を補助する。 

事業に要す

る費用の額 

金額 総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

624,122 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公 (千円) 

基金 国（Ａ） (千円) 

416,081 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

208,041 

民 (千円) 

416,081 

計（Ａ＋

Ｂ） 

(千円) 

624,122 

うち受託事業等

（再掲）（注

２） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円)  

備考（注３） H27 年度：517,640 千円、H30 年度：80,378 千円、R1 年度：26,104 千円 
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.16】医療機関と連携した看護職員確保対策の推進 【総事業費】 

1,792 千円 

事業の対象

となる医療

介護総合確

保区域 

県全域 

事業の実施

主体 

埼玉県、埼玉県看護協会 

事業の目標 再就業技術講習会を開催することにより、未就業の有資格者の職場復帰

を促進する。 

・再就業技術講習会受講者 １００人（平成 27 年度） 

・再就業者 ６５０人（平成 27 年度） 

事業の期間 平成２７年４月～平成２８年３月 

事業の内容 未就業の看護職有資格者の職場復帰を促進するため、最新の知識や技

術の習得を支援する講習会を実施する。また、ナースセンターによる巡

回相談を実施する。 

事業に要す

る費用の額 

金額 総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

 (千円) 

1,792 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公 (千円) 

基金 国（Ａ）  (千円) 

1,194 

都道府県 

（Ｂ） 

 (千円) 

598 

民  (千円) 

1,194 

計（Ａ＋

Ｂ） 

 (千円) 

1,792 

うち受託事業等

（再掲）（注

２） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円)  

備考（注３）  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.17】看護職員定着のための宿舎整備 【総事業費】 

129,009 千円 

事業の対象

となる医療

介護総合確

保区域 

県全域 

事業の実施

主体 

学校法人 

事業の目標 職場環境や福利厚生を改善することにより、看護職員の職場定着を進め、

離職防止を図る。 

 ・看護師宿舎の個室化 １か所（平成 27 年度） 

事業の期間 平成２７年４月～平成２８年３月 

事業の内容 看護職員の離職防止策の一環として看護師宿舎の整備に対する支援を行

う。 

事業に要す

る費用の額 

金額 総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

129,009 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公 (千円) 

基金 国（Ａ） (千円) 

28,668 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

14,335 

民 (千円) 

28,668 

計（Ａ＋

Ｂ） 

(千円) 

43,003 

うち受託事業等

（再掲）（注

２） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円) 

86,006 

備考（注３）  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.18】看護職員の就労環境改善のための体制整備 【総事業費】 

7,379 千円 

事業の対象

となる医療

介護総合確

保区域 

県全域 

事業の実施

主体 

埼玉県 

事業の目標 看護職員の就労環境を改善することにより離職防止を図る。 

・研修受講者 １７０人（平成 27 年度） 

事業の期間 平成２７年４月～平成２８年３月 

事業の内容 看護職員の勤務環境の改善支援やワークライフバランスの推進のため、

就業環境改善相談窓口の設置やアドバイザーの派遣等を行う。 

事業に要す

る費用の額 

金額 総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

7,379 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公 (千円) 

基金 国（Ａ） (千円) 

4,919 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

2,460 

民 (千円) 

4,919 

計（Ａ＋

Ｂ） 

(千円) 

7,379 

うち受託事業等

（再掲）（注

２） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円) 

備考（注３）  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.19】看護職員の勤務環境改善のための施設整備 【総事業費】 

3,852 千円 

事業の対象

となる医療

介護総合確

保区域 

県全域 

事業の実施

主体 

医療機関 

事業の目標 勤務環境を改善することにより、看護職の職場定着を進め、離職防止を

図る。 

 ・ナースステーションの拡張整備 １か所（平成 27 年度） 

事業の期間 平成２７年４月～平成２８年３月 

事業の内容 病院のナースステーション、仮眠室、処置室、カンファレンスルーム等

の拡張や新設により看護職員が働きやすい病棟づくりとするため必要な

施設整備に対する支援を行う。 

事業に要す

る費用の額 

金額 総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

3,852 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公 (千円) 

基金 国（Ａ） (千円) 

856 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

428 

民 (千円) 

856 

計（Ａ＋

Ｂ） 

(千円) 

1,284 

うち受託事業等

（再掲）（注

２） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円) 

2,568 

備考（注３）  
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事業の区分 ４．医療従事者等の確保・育成 

事業名 【No.20】電話相談による救急医療機関の負担軽減事業 【総事業費】 

60,316 千円 

事業の対象

となる医療

介護総合確

保区域 

県全域 

事業の実施

主体 

埼玉県、埼玉県看護協会 

 

事業の目標 県民の不安を解消するとともに、患者の集中で疲弊している救急医療機

関の負担軽減を図る。 

・年間相談件数：６１，０００件（平成 27 年度） 

        ７３，０００件（平成 28 年度） 

事業の期間 平成２７年４月～平成２９年３月 

事業の内容 県民の急な病気や怪我について電話相談を行い、家庭での処置方法や医

療機関の受診の要否等をアドバイスする小児救急電話相談事業を実施す

る。 

事業に要す

る費用の額 

金額 総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

60,316 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公 (千円) 

基金 国（Ａ） (千円) 

40,210 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

20,106 

民 (千円) 

40,210 

計（Ａ＋

Ｂ） 

(千円) 

60,316 

うち受託事業等

（再掲）（注

２） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円) 

備考（注３） H27 年度：48,600 千円、H28 年度：11,716 千円 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

 （大項目）基盤整備 

 （中項目）基盤整備 

 （小項目）人材育成等に取り組む事業所の認証評価制度実施事業 

事業名 【No.21】優良介護事業所認証事業 【総事業費】 

5,185 千円 

事業の対象

となる医療

介護総合確

保区域 

全域 

事業の実施

主体 

埼玉県 

事業の目標 認証事業所：１５０事業所 

事業の期間 平成２８年４月１日～平成３１年３月３１日 

事業の内容  人材育成や入所者等への処遇について優れた取組を行っている介護事業

所を優良介護事業所として認証するための基準を作成し、介護事業所から

の認証申請に対して審査を行う。 

 基準を満たしている介護事業所を優良介護事業所と認証し、認定証を交

付するとともに、県ホームページでも公表する。 

 これによって、事業者の意識改革を図るとともに、求職者の介護分野へ

の参入を促進する。 

事業に要す

る費用の額 

金額 総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

5,185 

(千円) 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公 3,457 

(千円) 

基
金 

国（Ａ） 3,457 

(千円) 

民  (千円) 

都道府県（Ｂ） 1,728 

(千円) 

うち受託事

業等（再

掲）（注２） 

(千円) 

計（Ａ＋Ｂ） 5,185 

(千円) 

その他（Ｃ） (千円) 

備考（注３） 平成２８年度：1,759 千円 

平成２９年度：1,759 千円 

平成３０年度：1,667 千円 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

 （大項目）参入促進 

 （中項目）介護人材の「すそ野の拡大」 

 （小項目）地域住民や学校の生徒に対する介護や介護の仕事の理解促進事

業 

事業名 【No.22】介護の魅力ＰＲ等推進事業  【総事業費】 

 29,656 千円 

事業の対象

となる医療

介護総合確

保区域 

全域 

事業の実施

主体 

埼玉県 

事業の目標 高校・大学等への訪問数：２００校 

事業の期間 平成２７年４月１日～平成２９年３月３１日 

事業の内容  介護の魅力をＰＲするため、若手介護職員を中心とした介護の魅力ＰＲ隊に

よる大学・高校等への訪問や県外での人材募集活動等を実施する。 

（１）大学・高校・専門学校等への訪問 

（２）福祉業界就活セミナーへの参加 

（３）就職フェア（合同面接会）への参加 

（４）出張介護授業の実施 

（５）その他広報活動 

事業に要す

る費用の額 

金額 総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

 29,656 

(千円) 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  

(千円) 

基
金 

国（Ａ）  19,770  

(千円) 

民 19,770 

(千円) 

都道府県

（Ｂ） 

 9,886 

(千円) 

うち受託事業

等（再掲）

（注２） 

 19,770 

(千円) 

計（Ａ＋Ｂ）  29,656 

(千円) 

その他（Ｃ） (千円) 

備考（注３） 平成２７年度：14,828 千円 平成２８年度：14,828 千円 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

 （大項目）参入促進 

 （中項目）介護人材の「すそ野の拡大」 

 （小項目）地域住民や学校の生徒に対する介護や介護の仕事の理解促進 

      事業 

事業名 【No.23】中学生・保護者向け福祉の仕事ＰＲ事業 【総事業費】 

3,700 千円 

事業の対象

となる医療

介護総合確

保区域 

全域 

事業の実施

主体 

埼玉県社会福祉協議会 

事業の目標 福祉の仕事に興味・関心を持つ中学生の数 ６６０人 

（全中学２年生の１％） 

事業の期間 平成２７年１０月１日～平成２８年３月３１日 

事業の内容 中学生とその進路選択に大きな影響力を持つ保護者を対象に、福祉・介護

の仕事の魅力等をＰＲするとともに、その疑問や不安を解消することで、

将来的な福祉人材の確保を図る。 

１ 「福祉の仕事読本（仮称）」の作成、配布 

（１）内容…福祉の仕事の疑問・不安に答えるＱ＆Ａ集（Ａ５版、全２４

ページ） 

（２）対象…県内全中学２年生（約４５０校、約６万６千人） 

２ 既存事業との一体的な取組 

  関係機関と連携し、事業周知を図り、福祉人材センターが行っている

「出張介護授業」等の事業において副読本を活用し、福祉・介護の仕事

の魅力をＰＲする。 

事業に要す

る費用の額 

金額 総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

3,700 

(千円) 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公 (千円) 

 

基
金 

国（Ａ） 2,467 

(千円) 

民 2,467 

(千円) 

都道府県（Ｂ） 1,233 

(千円) 

うち受託事

業等（再

掲）（注２） 

(千円) 

計（Ａ＋Ｂ） 3,700 

(千円) 

その他（Ｃ） (千円) 

備考（注３）  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

 （大項目）参入促進 

 （中項目）介護人材の「すそ野の拡大」 

 （小項目）地域住民や学校の生徒に対する介護や介護の仕事の理解促進 

      事業 

事業名 【No.24】権利擁護等理解促進事業 【総事業費】 

1,200 千円 

事業の対象

となる医療

介護総合確

保区域 

全域 

事業の実施

主体 

市町村 

事業の目標 補助市町村数：4 市町村  

事業の期間 平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日 

事業の内容 市民後見推進事業と一体として、地域住民向けに市民後見人の役割等のた

めの講演会等を開催し、普及啓発を推進する。 

事業に要す

る費用の額 

金額 総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

1,200(千円) 基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公 800 

(千円) 

基
金 

国（Ａ） 800(千円) 民 (千円) 

 

都道府県

（Ｂ） 

400(千円) 

 

うち受託事

業等（再

掲）（注２） 

(千円) 

計（Ａ＋Ｂ） 1,200(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円) 

 

備考（注３）  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

 （大項目）参入促進 

 （中項目）参入促進のための研修支援 

 （小項目）介護未経験者に対する研修支援事業 

事業名 【No.25】介護人材確保促進事業 【総事業費】 

9,000 千円 

事業の対象

となる医療

介護総合確

保区域 

全域 

事業の実施

主体 

介護職員 

事業の目標 支援対象者数：３００人 

事業の期間 平成２７年７月１日～平成２８年３月３１日 

事業の内容 介護職員初任者研修修了後、３か月以内に県内介護事業所に就職し、６

か月以上継続勤務した者に研修受講費の一部を補助する。 

＜補助額＞ 

 介護職員初任者研修受講費用の１／２（上限３万円） 

＜補助条件＞ 

 ・初任者研修修了後、３か月以内に県内介護事業所に就職すること 

 ・６か月以上継続勤務すること 

・勤務の状況について、就職先の介護事業所の証明書を添付すること 

 

 

 

事業に要す

る費用の額 

金額 総事業費（Ａ＋Ｂ＋

Ｃ） 

9,000 

(千円) 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  

(千円) 

基
金 

国（Ａ） 6,000 

(千円) 

民 6,000 

(千円) 

都道府県

（Ｂ） 

3,000 

(千円) 

うち受託事

業等（再

掲）（注２） 

(千円) 

計（Ａ＋Ｂ） 9,000 

(千円) 

その他（Ｃ） (千円) 

備考（注３）  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

 （大項目）参入促進 

 （中項目）参入促進のための研修支援 

 （小項目）介護未経験者に対する研修支援事業 

事業名 【No.26】高齢者等介護職就労支援事業 【総事業費】215,838 千円 

事業の対象と

なる医療介護

総合確保区域 

全域 

事業の実施

主体 

埼玉県 

事業の目標 就労者数：９００人 

事業の期間 平成２７年１０月１日～平成３１年３月３１日 

事業の内容  元気なうちは社会に貢献したいと考える高齢者の力を有効活用すること

により、不足する介護人材の確保を図るとともに、高齢者の健康維持、生

きがいの確保を図る。 

介護の仕事の経験がない原則６０歳以上の者（介護未経験高齢者）に対し

て、入門的研修又は介護職員初任者研修及び職場体験研修を実施する。研

修修了後は、就職先とのマッチングを実施して、介護職員としての就労を

支援する。 

 併せて、当該介護未経験高齢者を、１年以上継続して雇用する労働者と

して雇い入れた介護事業所に対して、１５万円（常勤）又は１０万円（非

常勤）の準備金を支給する。 

  １５０千円× ３００人＝ ４５，０００千円 

  １００千円× ６００人＝ ６０，０００千円 

事業に要す

る費用の額 

金額 総事業費（Ａ＋Ｂ＋

Ｃ） 

215,838 

(千円) 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  

(千円) 

基
金 

国（Ａ） 143,892 

(千円) 

民 143,892 

(千円) 

都道府県

（Ｂ） 

71,946 

 (千円) 

うち受託事

業等（再

掲）（注２） 

143,892 

 (千円) 

計（Ａ＋Ｂ） 215,838 

 (千円) 

その他（Ｃ） (千円) 

備考（注３） 平成２７年度：102 千円 

平成２８年度：52,500 千円（協議済）、19,412 千円（今回協議） 

平成２９年度：71,912 千円 

平成３０年度：71,912 千円 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

 （大項目）参入促進 

 （中項目）参入促進のための研修支援 

 （小項目）介護未経験者に対する研修支援事業 

事業名 【No.27】介護職員雇用推進事業  【総事業費】 

261,500 千円 

事業の対象

となる医療

介護総合確

保区域 

全域 

事業の実施

主体 

埼玉県 

事業の目標 雇用者数：２５０人 

事業の期間 平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日 

事業の内容  介護の仕事の経験がない者（介護未経験者）に対し、３か月の期間内に

基礎的研修、介護施設での研修、介護職員初任者研修を受講させる。 

 ３か月の雇用期間終了後は、介護施設等が直接雇用する介護職員として

就労するよう支援する。 

事業に要す

る費用の額 

金額 総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

261,500 

(千円) 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  

(千円) 

基
金 

国（Ａ） 174,333 

(千円) 

民 174,333 

(千円) 

都道府県

（Ｂ） 

87,167 

 (千円) 

うち受託事

業等（再

掲）（注２） 

174,333 

(千円) 

計（Ａ＋Ｂ） 261,500 

(千円) 

その他（Ｃ） (千円) 

備考（注３）  

  



48 
 

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

 （大項目）参入促進 

 （中項目）参入促進のための研修支援 

 （小項目）介護未経験者に対する研修支援事業 

事業名 【No.28】介護の仕事体験事業  【総事業費】 

2,360 千円 

事業の対象

となる医療

介護総合確

保区域 

全域 

事業の実施

主体 

埼玉県 

事業の目標 参加者数：４００人 

事業の期間 平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日 

事業の内容  非正規雇用労働者及び他業種からの転職希望者（非正規雇用労働者等）

に対して、介護の仕事説明会や介護施設での職場体験等を実施すること

で、非正規雇用労働者等の介護業務への理解を深める。 

 なお、終了後は正規雇用の介護職員としての就労につなげる。 

事業に要す

る費用の額 

金額 総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

2,360 

(千円) 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  

(千円) 

基
金 

国（Ａ） 1,573 

(千円) 

民 1,573 

(千円) 

都道府県

（Ｂ） 

787 

 (千円) 

うち受託事

業等（再

掲）（注２） 

1,573 

(千円) 

計（Ａ＋Ｂ） 2,360 

(千円) 

その他（Ｃ） (千円) 

備考（注３）  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

 （大項目）参入促進 

 （中項目）地域のマッチング機能強化 

 （小項目）多様な人材層（若者・女性・高齢者）に応じたマッチング機

能強化事業 

事業名 【No.29】福祉・介護人材マッチング機能強化事業 【総事業費】 

5,455 千円 

事業の対象

となる医療

介護総合確

保区域 

全域 

事業の実施

主体 

埼玉県 

事業の目標 マッチングによる雇用創出数４００人 

事業の期間 平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日 

事業の内容 ① 福祉の仕事スタートアップ推進事業 

福祉業界就活セミナー（２回） 

② 地域密着型面談会（２回） 

  県北・県西部等で開催する中規模な合同面談会 

③ 再就職チャレンジ応援プログラム（３回） 

  福祉の仕事に関心がありながら採用に至らない求職者を対象とした研修 

 

事業に要す

る費用の額 

金額 総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

5,455 

(千円) 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公 (千円) 

 

基
金 

国（Ａ） 3,637 

(千円) 

民 3,637 

(千円) 

都道府県

（Ｂ） 

1,818 

(千円) 

うち受託事

業等（再

掲）（注２） 

3,637(千円) 

計（Ａ＋Ｂ） 5,455 

(千円) 

その他（Ｃ） (千円) 

 

備考（注３）  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

 （大項目）参入促進 

 （中項目）地域のマッチング機能強化 

 （小項目）多様な人材層（若者・女性・高齢者）に応じたマッチング機

能強化事業 

事業名 【No.30】福祉の仕事就職フェア 【総事業費】 

5,001 千円 

事業の対象

となる医療

介護総合確

保区域 

全域 

事業の実施

主体 

埼玉県 

事業の目標 就職フェア１回当たり 

・参加事業所数 ５０～１００事業所 

・来場者数   ２００人 

・面談数    ４００面談（来場者２００人×２ブースでの面談）  
事業の期間 平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日 

事業の内容 さいたま市内を会場に求職者と求人事業所との直接的な大規模面談会の機

会を提供し、求職者の就職支援と事業所の採用支援を図る。（年３回実施） 

第１回 平成２７年 ８月 ８日 

第２回 平成２７年１０月１７日 

第３回 平成２８年 ２月２４日 

事業に要す

る費用の額 

金額 総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

5,001 

(千円) 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公 (千円) 

 

基
金 

国（Ａ） 3,334 

(千円) 

民 3,334 

(千円) 

都道府県

（Ｂ） 

1,667 

(千円) 

うち受託事

業等（再

掲）（注２） 

3,334(千円) 

計（Ａ＋Ｂ） 5,001 

(千円) 

その他（Ｃ） (千円) 

 

備考（注３）  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

 （大項目）参入促進 

 （中項目）地域のマッチング機能強化 

 （小項目）多様な人材層（若者・女性・高齢者）に応じたマッチング機

能強化事業 

事業名 【No.31】福祉の仕事の地域就職相談会 【総事業費】 

2,400 千円 

事業の対象

となる医療

介護総合確

保区域 

全域 

事業の実施

主体 

埼玉県社会福祉協議会 

事業の目標 開催回数 ５回 

事業の期間 平成２７年１０月１日～平成２８年３月３１日 

事業の内容 地元での就職希望傾向が強い求職者ニーズに応えるため、現在は、さいた

ま市で行っている就職フェアに加え、県内各地域で面談会を実施すること

で、福祉施設等の求人活動を支援する。 

１名称…福祉の仕事 地域就職相談会（仮称） 

２開催時期…平成２７年１１月～平成２８年３月 

３開催回数…５回（開催予定地:所沢市、行田市、川口市、越谷市、春日部

市） 

４事業所数…各１５～２０事業所程度 

 

事業に要す

る費用の額 

金額 総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

2,400 

(千円) 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公 (千円) 

 

基
金 

国（Ａ） 1,600 

(千円) 

民 1,600 

(千円) 

都道府県

（Ｂ） 

800 

(千円) 

うち受託事

業等（再

掲）（注２） 

(千円) 

計（Ａ＋Ｂ） 2,400 

(千円) 

その他（Ｃ） (千円) 

 

備考（注３）  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

 （大項目）資質の向上 

 （中項目）キャリアアップ研修の支援 

 （小項目）多様な人材層に対する介護人材キャリアアップ研修支援事業 

事業名 【No.32】キャリアアップ事業  【総事業費】 

6,000 千円 

事業の対象

となる医療

介護総合確

保区域 

全域 

事業の実施

主体 

特別養護老人ホーム等 

事業の目標 ①職員の業務上必要な専門資格の取得事業実施施設数  １０施設 

②基幹職員の養成・職員のスキルアップ事業実施施設数 ４０施設 

事業の期間 平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日 

事業の内容 社会福祉法人が設置する特別養護老人ホーム等に対して、職員の業務上必

要な専門資格取得促進や職員のスキルアップ支援を図るため、資格取得に

係る講習費やスキルアップに資する研修費を補助する。 

事業に要す

る費用の額 

金額 総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

6,000 

(千円) 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公 (千円) 

 

基
金 

国（Ａ） 4,000 

(千円) 

民 4,000 

(千円) 

都道府県

（Ｂ） 

2,000 

(千円) 

うち受託事

業等（再

掲）（注２） 

(千円) 

計（Ａ＋Ｂ） 6,000 

(千円) 

その他（Ｃ） (千円) 

 

備考（注３）  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

 （大項目）資質の向上 

 （中項目）キャリアアップ研修の支援 

 （小項目）多様な人材層に対する介護人材キャリアアップ研修支援事業 

事業名 【No.33】介護職員資格取得支援事業 【総事業

費】 

18,000 千円 

事業の対象

となる医療

介護総合確

保区域 

全域 

事業の実施

主体 

介護事業所又は介護職員 

事業の目標 補助対象者数：６００人 

事業の期間 平成２７年１０月１日～平成２８年３月３１日 

事業の内容 介護現場で働く介護職員の介護福祉士国家試験合格を支援するため、介

護事業所が合格者に対する給与改善を行うことを条件に、介護技術講習会

受講費用の一部を補助する。 

＜補助額＞ 

 介護技術講習会受講費用の１／２（上限３万円） 

＜補助対象者＞ 

介護技術講習会受講費用を負担した介護事業所又は介護職員 

＜補助条件＞ 

合格者に対して月額１万円以上の給与改善が図られること（資格手当等を

支給） 

＜スケジュール＞ 

申請受付：１２月、交付決定：３月 

事業に要す

る費用の額 

金額 総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

18,000 

(千円) 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  

(千円) 

基
金 

国（Ａ） 12,000 

(千円) 

民 12,000 

(千円) 

都道府県

（Ｂ） 

6,000 

(千円) 

うち受託事

業等（再

掲）（注２） 

(千円) 

計（Ａ＋Ｂ） 18,000 

（千円) 

その他（Ｃ） (千円) 

備考（注３）  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

 （大項目）資質の向上 

 （中項目）キャリアアップ研修の支援 

 （小項目）多様な人材層に対する介護人材キャリアアップ研修支援事業 

（介護キャリア段位普及促進に係るアセッサー講習受講支援

事業） 

事業名 【No.34】介護キャリア段位制度普及促進事業 【総事業費】 

2,100 千円 

事業の対象

となる医療

介護総合確

保区域 

全域 

事業の実施

主体 

介護事業所 

事業の目標 支援対象者数：１００人 

事業の期間 平成２７年４月１日～平成２９年３月３１日 

事業の内容  介護職員のキャリアップ及び負担軽減を図るため、介護キャリア段位制

度における評価者（アセッサー）講習受講に係る費用を補助する。 

  ２０千円×１００人＝２,０００千円 

 

事業に要す

る費用の額 

金額 総事業費（Ａ＋Ｂ＋

Ｃ） 

2,100(千円) 基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公 (千円) 

 

基
金 

国（Ａ） 1,400(千円) 民 1,400 

(千円) 

都道府県

（Ｂ） 

700(千円) 

 

うち受託事

業等（再

掲）（注２） 

(千円) 

計（Ａ＋Ｂ） 2,100(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円) 

 

備考（注３） 平成２７年度：100 千円 平成２８年度：2,000 千円 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

 （大項目）資質の向上 

 （中項目）キャリアアップ研修の支援 

 （小項目）多様な人材層に対する介護人材キャリアアップ研修支援事業

（介護支援専門員資質向上事業） 

事業名 【No.35】介護支援専門員研修実施事業 【総事業

費】43,600

千円 

事業の対象

となる医療

介護総合確

保区域 

全域 

事業の実施

主体 

埼玉県社会福祉協議会、一般社団法人埼玉県介護支援専門員協会 

事業の目標 受講人数：介護支援専門員（専門・更新） 約３，８００名 

     主任介護支援専門員（更新）  約  ５５０名 

事業の期間 平成２７年１０月１日～平成２９年３月３１日 

事業の内容 介護支援専門員は他の国家資格等と異なり５年ごとの更新制が導入され

ており、主任介護支援専門員についても、平成２８年度から更新研修が導

入される。 

更新のために受講が必要となる更新研修及び専門研修の受講料の一部を

補助し、地域包括ケアシステムの要となる介護支援専門員の確保を図る。 

＜対象研修＞ 

介護支援専門員専門研修 

介護支援専門員更新研修 

主任介護支援専門員更新研修 

＜助成額＞ 

１人当たり１万円 

事業に要す

る費用の額 

金額 総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

43,600(千円) 基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  

(千円) 

基
金 

国（Ａ） 29,067(千円) 民 29,067 

(千円) 

都道府県

（Ｂ） 

14,533(千円) 

 

うち受託事

業等（再

掲）（注２） 

(千円) 

計（Ａ＋Ｂ） 43,600(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円) 

備考（注３） 平成２７年度：100 千円 平成２８年度：43,500 千円 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

 （大項目）資質の向上 

 （中項目）キャリアアップ研修の支援 

 （小項目）多様な人材層に対する介護人材キャリアアップ研修支援事業 

事業名 【No.36】介護職員資格取得支援事業  【総事業費】 

30,000 千円 

事業の対象

となる医療

介護総合確

保区域 

全域 

事業の実施

主体 

介護事業所又は介護職員 

事業の目標 補助対象者数：３００人 

事業の期間 平成２８年４月１日～平成３１年３月３１日 

事業の内容  介護現場で働く介護職員の介護福祉士国家試験合格を支援するため、介護

事業所が合格者に対する給与改善を行うことを条件に、実務者研修受講費用

の一部を補助する。 

＜補助額＞ 

 実務者研修受講費用の１／２（上限１０万円） 

＜補助対象者＞ 

 実務者研修受講費用を負担した介護事業所又は介護職員 

＜補助条件＞ 

 合格者に対して給与改善が図られること（資格手当等を支給） 

＜スケジュール＞ 

 申請受付：１２月、交付決定：３月 

事業に要す

る費用の額 

金額 総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

30,000 

(千円) 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  

(千円) 

基
金 

国（Ａ） 20,000 

(千円) 

民 20,000 

(千円) 

都道府県

（Ｂ） 

10,000 

 (千円) 

うち受託事

業等（再

掲）（注２） 

(千円) 

計（Ａ＋Ｂ） 30,000 

(千円) 

その他（Ｃ） (千円) 

備考（注３） 平成２８年度：10,000 千円 

平成２９年度：10,000 千円 

平成３０年度：10,000 千円 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

 （大項目）資質の向上 

 （中項目）キャリアアップ研修の支援 

 （小項目）各種研修に係る代替要員の確保支援事業 

事業名 【No.37】介護職員資格取得支援事業（代替職員）  【総事業費】 

157,248 千円 

事業の対象

となる医療

介護総合確

保区域 

全域 

事業の実施

主体 

介護事業所 

事業の目標 補助対象者数：３００人 

事業の期間 平成２８年４月１日～平成３１年３月３１日 

事業の内容  介護現場で働く介護職員の介護福祉士国家試験合格を支援するため、実務

者研修受講中の代替職員人件費を補助する。 

＜補助額＞ 

 日額 8,190 円 

 （上限）①実務者研修の受講時間が 450 時間の場合：80 日分×20 人 

     ②実務者研修の受講時間が 320 時間の場合：60 日分×80 人 

＜補助対象者＞ 

 介護事業所 

事業に要す

る費用の額 

金額 総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

157,248 

(千円) 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  

(千円) 

基
金 

国（Ａ） 104,832 

(千円) 

民 104,832 

(千円) 

都道府県

（Ｂ） 

52,416 

 (千円) 

うち受託事

業等（再

掲）（注２） 

(千円) 

計（Ａ＋Ｂ） 157,248 

(千円) 

その他（Ｃ） (千円) 

備考（注３） 平成２８年度：52,416 千円 

平成２９年度：52,416 千円 

平成３０年度：52,416 千円 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

 （大項目）資質の向上 

 （中項目）キャリアアップ研修の支援 

 （小項目）各種研修に係る代替要員の確保支援事業 

事業名 【No.38】介護人材バンク事業（代替職員）  【総事業費】 

6,144 千円 

事業の対象

となる医療

介護総合確

保区域 

全域 

事業の実施

主体 

埼玉県 

事業の目標 補助対象者数：３０人 

事業の期間 平成２８年４月１日～平成３１年３月３１日 

事業の内容 介護職員の研修受講を支援するため、研修受講中の代替職員人件費を補助

する。 

＜補助額＞ 

 日額 8,190 円（上限 25 日分）×10 人 

＜補助対象者＞ 

 介護事業所 

＜補助条件＞ 

 介護人材バンク事業においてマッチングが成立した職員の人件費である

こと。 

事業に要す

る費用の額 

金額 総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

6,144 

(千円) 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  

(千円) 

基
金 

国（Ａ） 4,096 

(千円) 

民 4,096 

(千円) 

都道府県

（Ｂ） 

2,048 

 (千円) 

うち受託事

業等（再

掲）（注２） 

(千円) 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

6,144 

その他（Ｃ） (千円) 

備考（注３） 平成２８年度：2,048 千円 

平成２９年度：2,048 千円 

平成３０年度：2,048 千円 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

 （大項目）資質の向上 

 （中項目）潜在有資格者の再就業促進 

 （小項目）潜在介護福祉士の再就業促進事業 

事業名 【No.39】潜在介護職員復職支援事業 【総事業費】 

7,378 千円 

事業の対象

となる医療

介護総合確

保区域 

全域 

事業の実施

主体 

埼玉県 

事業の目標 復職支援者数：１８０人 

事業の期間 平成２７年７月１日～平成２８年３月３１日 

事業の内容 介護人材を確保するため、結婚や出産等により離職した者に対して復職

前研修の実施及び就職先とのマッチングを実施し復職を支援する。 

＜登録対象者の要件＞ 

・結婚や子育て等により離職した介護福祉士等の資格を有する者であるこ

と 

・介護施設等を離職した者であって、原則として離職後６か月を経過して

いること 

事業に要す

る費用の額 

金額 総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

7,378(千円) 基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

 

基
金 

国（Ａ） 4,919(千円) 民 4,919 

(千円) 

都道府県

（Ｂ） 

2,459(千円) 

 

うち受託事

業等（再

掲）（注２） 

4,919 

 (千円) 

計（Ａ＋Ｂ） 7,378(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円) 

 

備考（注３）  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

 （大項目）資質の向上 

 （中項目）地域包括ケア構築のための広域的人材養成 

 （小項目）認知症ケアに携わる人材の育成のための研修事業資質の向上 

事業名 【No.40】認知症ケアに携わる人材育成 【総事業費】 

３，６９８千

円 

事業の対象

となる医療

介護総合確

保区域 

全域 

事業の実施

主体 

埼玉県及びさいたま市 

 

事業の目標 （１）認知症対応型サービス事業管理者研修 １８０人 

（２）認知症対応型サービス事業開設者研修 ３０人 

（３）小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修 ５０人 

（４）認知症介護指導者フォローアップ研修 １名     （各年度） 

事業の期間 平成２７年４月１日～平成２９年３月３１日 

事業の内容  介護サービス事業所の管理者等に対して、認知症ケアに必要な知識や技

術などを修得させ、認知症高齢者に対する介護サービスの質の向上を図

る。 

（１）認知症対応型サービス事業管理者研修 

（２）認知症対応型サービス事業開設者研修 

（３）小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修 

（４）認知症介護指導者フォローアップ研修 

事業に要す

る費用の額 

金額 総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

3,698 

(千円) 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公 2,241 

(千円) 

基
金 

国（Ａ） 2,241 

(千円) 

民 (千円) 

 

都道府県

（Ｂ） 

1,121 

(千円) 

うち受託事

業等（再

掲）（注２） 

(千円) 

計（Ａ＋Ｂ） 3,362 

(千円) 

その他（Ｃ） 336 

(千円) 

備考（注３） ※ 平成２７年度 1,681 千円、平成２８年度 1,681 千円 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

 （大項目）資質の向上 

 （中項目）地域包括ケア構築のための広域的人材養成 

 （小項目）認知症ケアに携わる人材の育成のための研修事業 

事業名 【No.41】地域包括ケアシステム構築促進事業 

     （認知症サポート医養成研修） 

【総事業費】 

3,286 千円 

事業の対象

となる医療

介護総合確

保区域 

全域 

事業の実施

主体 

埼玉県及びさいたま市 

事業の目標 認知症サポート医養成人数：２０人(各年度） 

事業の期間 平成２７年４月１日～平成２９年３月３１日 

事業の内容 認知症サポート医の養成研修を実施する。 

事業に要す

る費用の額 

金額 総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

3,286(千円) 基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公 2,100 

 (千円) 

基
金 

国（Ａ） 2,100(千円) 民 (千円) 

 

都道府県

（Ｂ） 

1,050(千円) 

 

うち受託事

業等（再

掲）（注２） 

(千円) 

計（Ａ＋Ｂ） 3,150(千円) 

 

その他（Ｃ） 136(千円) 

 

備考（注３） 平成２７年度 1,575 千円、平成２８年度 1,575 千円 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

 （大項目）資質の向上 

 （中項目）地域包括ケア構築のための広域的人材養成 

 （小項目）認知症ケアに携わる人材の育成のための研修事業 

事業名 【No.42】認知症地域医療支援事業 【総事業費】 

6,448 千円 

事業の対象

となる医療

介護総合確

保区域 

全域 

事業の実施

主体 

埼玉県及びさいたま市 

事業の目標 かかりつけ医認知症対応力向上研修 実施回数 2 回 研修受講人数 430 人

病院勤務の医療従事者向け認知症対応力向上研修 実施回数 4 回 研修受

講人数 390 人                      （各年度） 

事業の期間 平成２７年４月１日～平成２９年３月３１日 

事業の内容 かかりつけ医認知症対応力向上研修の実施 

病院勤務の医療従事者向け認知症対応力向上研修の実施 

事業に要す

る費用の額 

金額 総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

6,448(千円) 基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公 4,007(千円) 

 

基
金 

国（Ａ） 4,007(千円) 民 (千円) 

 

都道府県

（Ｂ） 

2,003(千円) 

 

うち受託事

業等（再

掲）（注２） 

(千円) 

計（Ａ＋Ｂ） 6,010(千円) 

その他（Ｃ） 438(千円) 

備考（注３） 平成２７年度 3,005 千円、平成２８年度 3,005 千円 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

 （大項目）資質の向上 

 （中項目）地域包括ケア構築のための広域的人材養成 

 （小項目）認知症ケアに携わる人材の育成のための研修事業 

事業名 【No.43】認知症総合支援事業に係る人材育成事業 【総事業費】 

13,434 千円 

事業の対象

となる医療

介護総合確

保区域 

全域 

事業の実施

主体 

埼玉県 

事業の目標 （１）認知症初期集中支援チームのチーム員研修受講者数 100 人 

（２）認知症地域支援推進員研修受講者数 80 人  （27 年度） 

事業の期間 平成２７年４月１日～平成２９年３月３１日 

事業の内容 （１）認知症初期集中支援チームのチーム員に対して、必要な知識や技術

を習得するための研修を実施する。 

（２）認知症地域支援推進員として配置又は配置予定の者に対して、必要

な知識や技術を習得するための研修を実施する。 

事業に要す

る費用の額 

金額 総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

13,434(千円) 基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公 8,956 

(千円) 

基
金 

国（Ａ） 8,956(千円) 民 (千円) 

 

都道府県

（Ｂ） 

4,778(千円) 

 

うち受託事

業等（再

掲）（注２） 

(千円) 

計（Ａ＋Ｂ） 13,434(千円) 

その他（Ｃ） (千円) 

備考（注３） 平成２７年度 7,040 千円、平成２８年度 6,394 千円 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

 （大項目）資質の向上 

 （中項目）地域包括ケア構築のための広域的人材養成 

 （小項目）地域包括ケアシステム構築に資する人材育成・資質向上事業 

事業名 【No.44】地域包括ケアシステム構築促進事業 【総事業

費】13,500

千円 

事業の対象

となる医療

介護総合確

保区域 

全域 

事業の実施

主体 

埼玉県 

事業の目標 平成２７年度 

 ・生活支援コーディネーターの養成及びフォローアップ：１２０人 

 ・協議体の設置 ６３市町村 

平成２８年度 

 ・生活支援コーディネーターの養成及びフォローアップ：１２０人 

平成２９年度 

 ・生活支援コーディネーターの養成及びフォローアップ：１２０人 

事業の期間 平成２７年４月１日～平成３０年３月３１日 

事業の内容  高齢者の多様な事業主体による生活支援・介護予防サービスの体制整備

を推進するため、市町村が「生活支援コーディネーター（地域支え合い推

進員）」を配置できるよう、担い手の養成やフォローアップ（意見交換会）

等を実施する。 

事業に要す

る費用の額 

金額 総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

13,500 

(千円) 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公 9,000 

(千円) 

基
金 

国（Ａ） 9,000 

(千円) 

民  

(千円) 

都道府県

（Ｂ） 

4,500 

(千円) 

うち受託事

業等（再

掲）（注２） 

(千円) 

計（Ａ＋Ｂ） 13,500 

(千円) 

その他（Ｃ） (千円) 

備考（注３） 平成２７年度  4,500 千円 

平成２８年度  4,500 千円 

平成２９年度 4,500 千円 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

 （大項目）資質の向上 

 （中項目）地域包括ケア構築のための広域的人材養成 

 （小項目）地域包括ケアシステム構築に資する人材育成・資質向上事業 

事業名 【No.45】市町村地域支援事業促進事業費 【総事業費】 

4,119 千円 

事業の対象

となる医療

介護総合確

保区域 

全域 

事業の実施

主体 

埼玉県 

事業の目標 平成２７年度～平成２９年度 

 ・研修受講者人数 ５６０名×３＝１，６８０ 

  （内訳） 

    初任者   ２００名×３＝  ６００ 

    中堅職員  １００名×３＝  ３００ 

    センター長 ２６０名×３＝  ７８０ 

事業の期間 平成２７年４月１日～平成３０年３月３１日 

事業の内容  地域包括支援センターの総合相談業務の充実や地域包括ケアシステムを

実現するためのコーディネート力の養成などセンターの機能を強化すると

ともに、センター相互のネットワークの構築を図るための、初任者、中堅

職員、センター長等の各階層別の研修を実施する。 

事業に要す

る費用の額 

金額 総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

4,119 

(千円) 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公 2,745 

(千円) 

基
金 

国（Ａ） 2,745 

(千円) 

民  

(千円) 

都道府県

（Ｂ） 

1,374 

(千円) 

うち受託事

業等（再

掲）（注２） 

(千円) 

計（Ａ＋Ｂ） 4,119 

(千円) 

その他（Ｃ） (千円) 

備考（注３） 平成２７年度  1,373 千円 

平成２８年度  1,373 千円 

平成２９年度 1,373 千円 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

 （大項目）資質の向上 

 （中項目）地域包括ケア構築のための広域的人材養成 

 （小項目）地域包括ケアシステム構築に資する人材育成・資質向上事業 

事業名 【No.46】地域包括ケアシステムモデル促進事業 

（自立促進モデル） 

【総事業費】 

23,299 千円 

事業の対象

となる医療

介護総合確

保区域 

全域 

事業の実施

主体 

埼玉県 

事業の目標 （１）モデル市町村への「自立支援チーム」の派遣 １０回×２市町村 

（２）薬剤師及び栄養士への研修 １００人×２回 

（３）市町村及び地域包括支援センター職員への司会者養成研修  

   １００人×４回 

（４）モデル市町村以外の市町村への自立支援型地域ケア会議のアドバイ

ザーの派遣  １回×１０市町村 

事業の期間 平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日 

事業の内容  地域包括ケアシステムの構成諸要素を全体で調整する場として、自立支

援型地域ケア会議の立上げを支援するため、以下の事業等を実施する。 

（１）モデル市町村を対象とした、専門職で構成する「自立支援チーム」

の派遣。 

（２）薬剤師及び栄養士を対象とした、自立支援型地域ケア会議で効果的

な助言をするための研修。 

（３）市町村及び地域包括支援センター職員を対象とした、自立支援型地

域ケア会議における司会の技能等を取得するための研修。 

（４）モデル市町村以外の市町村を対象とした、自立支援型地域ケア会議

のアドバイザーの派遣。 

事業に要す

る費用の額 

金額 総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

23,299(千円) 基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公 15,534 

(千円) 

基
金 

国（Ａ） 15,534(千円) 民 (千円) 

都道府県

（Ｂ） 

7,765(千円) うち受託事

業等（再

掲）（注２） 

(千円) 

計（Ａ＋Ｂ） 23,299(千円) 

その他（Ｃ） (千円) 

備考（注３）  

  



67 
 

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

 （大項目）資質の向上 

 （中項目）地域包括ケア構築のための広域的人材養成 

 （小項目）権利擁護人材育成事業 

事業名 【No.47】市民後見推進事業 【総事業費】 

77,170 千円 

事業の対象

となる医療

介護総合確

保区域 

全域 

事業の実施

主体 

埼玉県、市町村、埼玉県社会福祉協議会 

事業の目標 市町村における市民後見人の養成事業等の支援 

補助市町村数：３８市町村 

単独実施が難しい市町村における市民後見人養成講座の開催 

事業の期間 平成２７年４月１日～平成２９年３月３１日 

事業の内容 市町村における市民後見推進事業を推進する。 

事業に要す

る費用の額 

金

額 

総事業費（Ａ＋Ｂ＋

Ｃ） 

77,170(千円) 基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公 51,447(千円) 

基
金 

国（Ａ） 51,447(千円) 民 (千円) 

 

都道府県

（Ｂ） 

25,723(千円) うち受託事業

等（再掲）

（注２） 

(千円) 

計（Ａ＋Ｂ） 77,170(千円) 

その他（Ｃ） (千円) 

備考（注３） 平成２７年度：34,220 千円 平成２８年度：42,950 千円 

 

 

  



68 
 

 

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

 （大項目）資質の向上 

 （中項目）地域包括ケア構築のための広域的人材養成 

 （小項目）介護予防の推進に資するＯＴ、ＰＴ、ＳＴ指導者育成事業 

事業名 【No.48】地域リハビリテーション支援体制整備事業に係る

療法士育成研修 

【総事業費】 

3,030 千円 

事業の対象

となる医療

介護総合確

保区域 

全域 

事業の実施

主体 

埼玉県 

事業の目標 ・ 研修会の実施回数：１０回（地域ケア会議関係５回、介護予防関係５

回） 

・ 研修会の受講人数：５００人（延べ人数、OT・PT・ST 合計） 

・ 療法士の参加により市町村等の地域ケア会議が充実し、地域住民への

自立支援が促進される。 

・ 住民運営による通いの場が増え、住民主体の介護予防が促進される。 

事業の期間 平成２７年１１月１日～平成２８年３月３１日 

事業の内容 市町村の地域支援事業に関与し、リハビリの専門的見地から助言指導を行

う療法士（ＯＴ、ＰＴ、ＳＴ）の資質向上を図る研修を実施する。 

事業に要す

る費用の額 

金額 総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

3,030(千円) 基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公 (千円) 

 

基
金 

国（Ａ） 2,020(千円) 民 2,020(千円) 

 

都道府県

（Ｂ） 

1,010(千円) 

 

うち受託事

業等（再

掲）（注２） 

2,020(千円) 

計（Ａ＋Ｂ） 3,030(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円) 

 

備考（注３）  

 

  



69 
 

 

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

 （大項目）労働環境・処遇の改善 

 （中項目）人材育成力の強化 

 （小項目）新人介護職員に対するエルダー、メンター制度等導入支援事

業 

事業名 【No.49】エルダー育成支援事業 【総事業費】 

1,080 千円 

事業の対象

となる医療

介護総合確

保区域 

全域 

事業の実施

主体 

埼玉県社会福祉協議会 

事業の目標 研修受講者数：１００名 

事業の期間 平成２７年１０月１日～平成２８年３月３１日 

事業の内容 新人介護職員の定着を目的に、指導的役割であるエルダーを育成するため

の研修を実施する。 

①各施設にエルダー育成支援事業の予告（８月） 

  ・各施設に事業案内 

 ・種別協議会総会等で事業案内、エルダーの必要性について説明 

②埼玉県社会福祉協議会において、エルダー育成研修の開催（２月） 

 ・３日間／回 定員１１０名 

 （研修内容） 

  ・新人職員へのコミュニケーション方法 

 ・メンタルヘルス 

 ・ＯＪＴ研修手法 等 

事業に要す

る費用の額 

金額 総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

1,080 

(千円) 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公 (千円) 

 

基
金 

国（Ａ） 720 

(千円) 

民 720 

(千円) 

都道府県

（Ｂ） 

360 

(千円) 

うち受託事

業等（再

掲）（注２） 

(千円) 

計（Ａ＋Ｂ） 1,080 

(千円) 

その他（Ｃ） (千円) 

備考（注３）  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

 （大項目）労働環境・処遇の改善 

 （中項目）人材育成力の強化 

 （小項目）新人介護職員に対するエルダー、メンター制度等導入支援事

業 

事業名 【No.50】新任介護職員定着支援事業 【総事業費】 

5,100 千円 

事業の対象

となる医療

介護総合確

保区域 

全域 

事業の実施

主体 

埼玉県 

事業の目標 新任介護職員を対象とした研修や交流イベントの実施回数：６か所×２回 

事業の期間 平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日 

事業の内容  実務経験１年未満の介護職員又は実務経験１年以上３年未満の新任介護

職員を対象に研修や交流イベントを実施する。 

事業に要す

る費用の額 

金額 総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

5,100 

(千円) 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  

(千円) 

基
金 

国（Ａ） 3,400 

(千円) 

民 3,400 

(千円) 

都道府県

（Ｂ） 

1,700 

 (千円) 

うち受託事

業等（再

掲）（注２） 

3,400 

(千円) 

計（Ａ＋Ｂ） 5,100 

(千円) 

その他（Ｃ） (千円) 

備考（注３）  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

 （大項目）労働環境・処遇の改善 

 （中項目）勤務環境改善支援 

 （小項目）管理者等に対する雇用管理改善方策普及・促進事業 

事業名 【No.51】介護ロボット普及促進事業 【総事業費】 

6,300 

千円 

事業の対象

となる医療

介護総合確

保区域 

全域 

事業の実施

主体 

介護事業所 

事業の目標 対象事業所数：６２事業所 

事業の期間 平成２７年１０月１日～平成２９年３月３1日 

事業の内容 現場で働く介護職員の負担軽減のため、介護業務の負担軽減や効率化に

取り組む事業所に対して介護ロボットの購入・レンタル費用を補助する。 

＜機器の対象範囲：目的要件＞ 

 ①移乗介護、②移動支援、③排泄支援、④見守り、⑤入浴支援 

＜補助額＞ 

１０万円（１機器当たり）×６２機器 

事業に要す

る費用の額 

金額 総事業費（Ａ＋Ｂ＋

Ｃ） 

6,300(千円) 基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  

(千円) 

基
金 

国（Ａ） 4,200(千円) 民 4,200 

(千円) 

都道府県

（Ｂ） 

2,100(千円) 

 

うち受託事

業等（再

掲）（注２） 

(千円) 

計（Ａ＋Ｂ） 6,300(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円) 

 

備考（注３） 平成２７年度：100 千円  平成２８年度：6,200 千円 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

 （大項目）労働環境・処遇の改善 

 （中項目）勤務環境改善支援 

 （小項目）雇用管理体制の改善に取り組む事業者表彰事業 

事業名 【No.52】介護職員永年勤続表彰事業 【総事業費】 

383 千円 

事業の対象

となる医療

介護総合確

保区域 

全域 

事業の実施

主体 

埼玉県 

事業の目標 表彰者数：８０人（勤続２０年）、８００人（勤続１０年） 

事業の期間 平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日 

事業の内容 永年勤続の介護職員等（勤続２０年及び１０年）を知事名で表彰する。 

＜対象者＞ 

 介護施設に勤務する全ての職員 

事業に要す

る費用の額 

金額 総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

383 

(千円) 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  

(千円) 

基
金 

国（Ａ） 255 

(千円) 

民 255 

(千円) 

都道府県

（Ｂ） 

128 

 (千円) 

うち受託事

業等（再

掲）（注２） 

(千円) 

計（Ａ＋Ｂ） 383 

(千円) 

その他（Ｃ） (千円) 

備考（注３）  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

 （大項目）労働環境・処遇の改善 

 （中項目）勤務環境改善支援 

 （小項目）雇用管理体制の改善に取り組む事業者表彰事業 

事業名 【No.53】コバトンハートフルメッセージ事業 【総事業費】 

2,715 千円 

事業の対象

となる医療

介護総合確

保区域 

全域 

事業の実施

主体 

埼玉県 

事業の目標 メッセージカード応募件数：２００件 

事業の期間 平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日 

事業の内容 介護を受けた高齢者やその家族等が介護職員等への感謝の気持ちや改善提

案を「メッセージカード」で伝える運動を推進する。 

事業に要す

る費用の額 

金額 総事業費（Ａ＋Ｂ＋

Ｃ） 

2,715 

(千円) 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公 1,810 

(千円) 

基
金 

国（Ａ） 1,810 

(千円) 

民  

(千円) 

都道府県

（Ｂ） 

905 

 (千円) 

うち受託事

業等（再

掲）（注２） 

(千円) 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

2,715 

その他（Ｃ） (千円) 

備考（注３）  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

 （大項目）労働環境・処遇の改善 

 （中項目）子育て支援 

 （小項目）介護従事者の子育て支援のための施設内保育施設運営支援事

業 

事業名 【No.54】介護職員子育て支援事業 【総事業

費】 

57,100 千円 

事業の対象

となる医療

介護総合確

保区域 

全域 

事業の実施

主体 

介護事業所 

事業の目標 対象事業所数：８事業所 

事業の期間 平成２７年１０月１日～平成３１年３月３１日 

事業の内容 子育てをしながら働く介護職員のため、事業所内に保育施設を設置した

場合に運営に係る経費を補助する (開設から３６か月まで)。 

＜補助額＞ 

 １～１２月目 250 千円  １３～２４月目 187.5 千円 

２５～３６月目 125 千円 

事業に要す

る費用の額 

金額 総事業費（Ａ＋Ｂ＋

Ｃ） 

57,100(千円) 基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公 (千円) 

 

基
金 

国（Ａ） 38,066(千円) 民 38,066 

(千円) 

都道府県

（Ｂ） 

19,034(千円) うち受託事

業等（再

掲）（注２） 

(千円) 

計（Ａ＋Ｂ） 57,100(千円) 

その他（Ｃ） (千円) 

備考（注３） 平成２７年度： 100 千円 

平成２８年度：12,000 千円 

平成２９年度：17,250 千円 

平成３０年度：27,750 千円 

 


